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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
九
七
六
）

Ⅰ
．
は
じ
め
に

今
日
、
医
学
や
医
療
は
大
き
な
進
歩
を
と
げ
、
医
療
技
術
や
医
療
機
器
は
高
度
化
し
、
医
療
の
専
門
分
化
が
進
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
、

診
療
所
で
提
供
で
き
る
医
療
に
は
限
界
が
あ
り
、
専
門
的
高
度
医
療
の
中
心
は
、
診
療
所
か
ら
病
院
へ
移
行
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る

医
療
は
医
師
の
み
な
ら
ず
、
看
護
師
や
薬
剤
師
、
検
査
技
師
と
い
っ
た
複
数
の
医
療
従
事
者
が
共
同
で
治
療
に
あ
た
る
組
織
医
療
（
チ
ー

ム
医
療
）
が
通
常
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
今
日
の
医
療
は
、
個
々
の
医
師
の
み
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
職

種
か
ら
な
る
『
人
』、
医
薬
品
・
医
療
用
具
を
は
じ
め
と
す
る
『
物
』、
医
療
機
関
と
い
う
『
組
織
』
と
い
っ
た
各
要
素
と
、
組
織
を
運
用

す
る
『
ソ
フ
ト
』
等
を
含
め
た
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
い
ず
れ
が
不
適
切
で
あ
っ
て
も
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
適
切
に

提
供
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
多
種
多
様
な
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
医
療
を
提
供
す
る
際
、
チ
ー
ム
内
の
ル
ー
ル
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
十
分

な
意
思
疎
通
が
な
い
た
め
に
医
療
事
故
に
発
展
し
て
い
る
事
案
も
少
な
く
な

（
1
）

」
い
。
そ
こ
で
病
院
を
運
営
す
る
病
院
組
織
に
は
、
水
準
に

適
っ
た
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
、
施
設
内
の
物
的
・
人
的
組
織
体
制
を
整
備
し
、
医
療
提
供
に
あ
た
っ
て
の
チ
ー
ム
内
の
ル
ー
ル
を
整

備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
医
療
の
変
化
を
背
景
に
し
て
、
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
い
て
も
、「
個
人
の
医
師
対
患
者
」
の
関
係
を
、「
病
院
組
織
対
患

者
」
と
の
関
係
に
捉
え
直
し
た
う
え
で
、
責
任
の
在
り
方
、
因
果
関
係
の
認
定
の
仕
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で

の
と
こ
ろ
、
そ
の
課
題
の
検
討
は
ご
く
少
数
の
研
究
者
や
実
務
家
に
と
ど
ま
っ
て
お
り

（
2
）

、「
病
院
組
織
と
患
者
」
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て

た
分
析
、
法
理
論
の
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
か
つ
て
、
民
法
学
の
観
点
か
ら
医
事
法
を
研
究
さ
れ
た
唄
孝
一
教
授
は
、

一
九
七
四
年
当
時
の
課
題
と
し
て
「
現
代
医
療
に
お
け
る
病
院
責
任
と
そ
の
法
的
構
成
」
を
挙
げ
ら
れ
た

（
3
）

が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
議
論
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な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
か
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
稿
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、「
医
療
施
設
（
病
院
）
の
組
織
責
任
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
あ
げ
る
。
病
院
の

組
織
責
任
（
自
己
責
任
）
が
認
め
ら
れ
る
場
面
と
し
て
は
、
病
院
の
物
的
設
備
や
人
的
管
理
体
制
に
不
備
が
あ
っ
て
損
害
が
発
生
し
た
場

合
と
、
診
療
行
為
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連
し
て
発
生
し
た
事
故
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
後
者
の
場
面
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

病
院
自
体
の
責
任
を
問
う
根
拠
と
し
て
は
、
工
作
物
や
営
造
物
の
設
置
管
理
に
対
す
る
責
任
を
別
と
す
れ
ば
、
民
法
七
一
五
条
に
基
づ

く
不
法
行
為
責
任
、
四
一
五
条
に
よ
る
契
約
責
任
と
い
っ
た
構
成
が
考
え
ら
れ
る
が
、
公
害
事
件
・
薬
害
事
件
に
つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん

で
あ
っ
た
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
医
師
等
個
人
の
過
失
を
媒
介
と
せ
ず
に
組
織
体
自
身
の
責
任
を
直
接
追
及
す

る
七
〇
九
条
構
成
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
る
に
至
り
、
こ
れ
が
学
説
の
支
持
を
最
も
得
て
い
る

（
4
）

。
本
構
成
の

特
徴
は
、
七
一
五
条
構
成
が
組
織
体
を
構
成
し
、
か
つ
被
用
者
と
さ
れ
る
個
人
の
行
為
を
問
題
に
す
る
の
に
対
し
、
組
織
体
を
実
質
的
に

把
握
し
た
う
え
で
、
法
人
自
体
の
故
意
・
過
失
を
認
定
す
る
点
に
あ
る
。
そ
の
時
点
で
の
学
説
の
見
解
は
、
人
的
・
物
的
管
理
体
制
に
つ

い
て
は
勿
論
の
こ
と
、
医
師
に
委
ね
ら
れ
る
診
療
行
為
に
つ
い
て
も
、
有
機
的
組
織
体
と
し
て
医
療
施
設
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
べ
き
場

合
に
は
、
七
〇
九
条
の
下
で
組
織
体
自
体
の
過
失
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

（
5
）

。
し
か
し
、
個
人
が
企
業
の
指
示
に
従

う
組
織
体
と
は
異
な
り
、
診
療
行
為
等
に
お
い
て
は
病
院
等
医
療
施
設
が
指
示
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
医
師
の
個
人
的
裁
量
や
技

術
に
委
ね
ら
れ
る
部
分
が
多
い
こ
と
か
ら
、
病
院
の
自
己
責
任
に
関
す
る
裁
判
例
の
集
積
を
待
つ
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ

問
題
提
起
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

医
療
施
設
の
組
織
責
任
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
れ
以
降
今
日
に
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
例
を
み
て
も
、
診
療
行
為
に
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関
連
し
た
事
故
に
つ
き
、
組
織
体
と
し
て
医
療
施
設
自
体
が
負
う
注
意
義
務
の
内
容
を
抽
出
で
き
る
ほ
ど
に
七
〇
九
条
構
成
の
下
で
の
判

例
は
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い

（
6
）

。
但
し
近
時
で
は
、
医
療
事
故
の
場
合
は
、
契
約
関
係
に
な
い
当
事
者
間
の
間
で
偶
発
的
に
生
じ
た
事
故
や
災

害
な
ど
と
は
異
な
り
、
事
故
前
か
ら
医
療
契
約
と
い
う
法
律
関
係
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
医
療
施
設
の
組
織
責
任
を
追
求
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
不
法
行
為
構
成
よ
り
も
、
む
し
ろ
四
一
五
条
に
基
づ
く
債
務
不
履
行
構
成
で
問
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る

（
7
）

。

債
務
不
履
行
構
成
の
場
合
は
、
医
師
等
個
人
の
責
任
を
媒
介
と
し
た
契
約
違
反
を
追
及
す
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
組
織
編
成
上
の

義
務
に
違
反
し
た
と
し
て
、
病
院
側
の
責
任
を
直
接
追
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
判
例
・
通
説
は
、
病
院
の
組
織
体
を
契
約
当
事
者
た
る
病

院
開
設
者
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
七
〇
九
条
に
基
づ
く
不
法
行
為
構
成
よ
り
も
四
一
五
条
に
基
づ
く
債
務
不
履
行
構
成
の
ほ
う
が
む

し
ろ
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

病
院
の
組
織
責
任
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
医
師
の
裁
量
の
問
題
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
ほ
か
、
不
法
行
為
規
範
と
契
約
規
範

が
交
錯
す
る
こ
と
か
ら
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
。
組
織
責
任
と
い
う
概
念
の
定
立
を
認
め
、
か
か
る
責
任
の
根
拠
を
契
約
違
反
に
求
め
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
責
任
の
根
拠
は
、
安
全
配
慮
義
務
と
そ
の
違
反
に
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

安
全
配
慮
義
務
と
は
、「
あ
る
法
律
関
係
に
基
づ
い
て
特
別
な
社
会
的
接
触
関
係
に
入
っ
た
当
事
者
間
に
お
い
て
、
当
該
法
律
関
係
の

付
随
義
務
と
し
て
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
相
手
方
に
対
し
て
信
義
則
上
負
う
義
務
」
で
あ
り
、
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
判
決
民
集

二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
の
最
高
裁
判
決
が
、
こ
の
表
現
を
用
い
て
以
降
、
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
い
て
も
、
施
設
の
人
的
・
物
的
瑕
疵
を
追

及
す
る
手
法
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
下
級
審
判
決
で
は
、
精
神
科
領
域
に
お
け
る
自
傷
・
他
害
事
故

（
8
）

、
遊
戯
中
の
乳
幼
児

の
窒
息
事
故

（
9
）

、
転
倒
や
転
落
の
事
故
等

（
10
）

に
お
い
て
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
使
用
者
（
組
織
体
）
の
責
任
を
認
め
る
例
が
あ
る
。

組
織
責
任
に
お
け
る
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
い
う
構
成
の
場
合
は
、
使
用
者
が
負
う
義
務
は
独
立
的
注
意
義
務
（
善
管
注
意
義
務
）
で

二
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あ
っ
て
、
被
用
者
個
人
の
具
体
的
な
注
意
義
務
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
当
違
反
に
基
づ
い
て
医
療
施
設
に
損
害
賠
償
を
請
求
す

る
場
合
に
は
、
七
〇
九
条
構
成
の
場
合
と
同
様
、
事
故
を
起
こ
し
た
末
端
の
被
用
者
の
故
意
・
過
失
を
た
と
え
立
証
で
き
な
く
と
も
、
あ

る
危
険
な
事
象
に
対
し
、
予
見
可
能
性
・
結
果
回
避
可
能
性
が
あ
れ
ば
医
療
施
設
（
組
織
体
）
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
ど
の
範
囲
の
被
用
者
に
そ
の
義
務
が
委
託
さ
れ
て
い
た
か
に
よ
る
が
）。
但
し
、
診
療
契
約
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
診
療
（
医
療
行
為
）
は
付
随

義
務
で
は
な
く
、
本
来
的
給
付
義
務
で
あ
る
と
学
説
は
解
し
て
お
り

（
11
）

、
ま
た
、
医
師
に
は
「
診
療
独
立
原
則
」
が
認
め
ら
れ
裁
量
権
が
あ

る
故
に
、
個
々
の
医
師
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
医
療
行
為
に
つ
き
、
ど
の
範
囲
で
病
院
開
設
者
の
安
全
配
慮
義
務
を
問
う
こ
と
が
で

き
る
か
は
、
七
〇
九
条
構
成
の
場
合
と
同
様
検
討
を
要
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
医
療
施
設
の
組
織
責
任
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
「
組
織
責
任
の
法
理
（doctrine 

of corporate liability

）」
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
法
理
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
紹
介
が
な
い
が
、
病
院
が
患
者
の

安
全
、
医
療
の
質
の
確
保
を
怠
っ
た
場
合
に
は
組
織
体
が
直
接
責
任
を
負
う
と
い
う
法
理
で
あ
り
、
本
法
理
の
発
展
に
よ
り
、
合
衆
国
で

は
物
的
・
人
的
体
制
の
不
備
の
み
な
ら
ず
、
医
療
行
為
か
ら
生
じ
た
事
故
に
つ
い
て
も
病
院
の
自
己
責
任
を
認
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
本

法
理
は
概
念
的
に
は
日
本
の
安
全
配
慮
義
務
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
不
法
行
為
規
範
で
あ
り
、
通
常
、
不
法
行
為
構
成
に

よ
っ
て
責
任
追
及
さ
れ
る
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
。

本
稿
が
ア
メ
リ
カ
法
の
「
組
織
責
任
の
法
理
」
に
着
目
す
る
理
由
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
患
者
に
対

す
る
診
療
に
つ
い
て
は
医
師
個
人
の
裁
量
や
技
術
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
診
療
に
お
け
る
病
院
の
組
織
責
任
を
問
う
に
あ
た
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
範
囲
で
、
何
を
基
準
と
し
て
組
織
体
が
直
接
責
任
を
負
う
べ
き
か
に
つ
い
て
の
視
点
を
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ

る
点
。
そ
し
て
第
二
に
、
従
来
か
ら
学
説
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

（
12
）

、
使
用
者
が
負
う
安
全
配
慮
義
務
な
い
し
安
全
保
護
義
務
は
、
生

二
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
九
八
〇
）

命
・
身
体
・
財
産
的
利
益
等
の
完
全
性
利
益
を
侵
害
し
な
い
と
す
る
義
務
で
あ
っ
て
、
保
護
法
益
と
い
う
点
で
は
、
不
法
行
為
責
任
の
場

合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
契
約
関
係
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
契
約
法
理
（
安
全
配
慮
義
務
な
い
し
安
全
保
護
義
務
）
に
よ
っ
て
組
織
体
の

責
任
を
追
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
の
実
益
が
あ
る
の
か
。
ま
た
こ
れ
と
の
関
係
で
、
債
務
不
履
行
で
構
成
し
た
場
合
と
不
法
行
為

で
構
成
し
た
場
合
と
で
は
、
病
院
が
患
者
に
負
う
義
務
内
容
や
保
護
範
囲
に
違
い
が
生
じ
る
も
の
な
の
か
等
、
今
後
の
議
論
に
参
考
に
な

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
こ
の
ア
メ
リ
カ
法
の
「
組
織
責
任
の
法
理
」
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
に
よ

り
、
日
本
に
お
け
る
病
院
の
組
織
責
任
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

本
稿
の
叙
述
の
順
序
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
日
本
の
医
療
過
誤
訴
訟
に
つ
い
て
紹
介
し
、
病
院
の
自
己
責
任
の
必
要
性
を
説

く
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
組
織
責
任
論
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
そ
こ
か
ら
得
た
示
唆
を
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
病
院
等
医

療
施
設
が
組
織
体
と
し
て
そ
の
機
能
を
発
揮
す
べ
き
も
の
と
し
て
自
己
責
任
を
負
担
す
る
べ
き
な
の
か
、
そ
し
て
ど
の
法
規
範
あ
る
い
は

ど
の
よ
う
な
法
律
構
成
に
よ
っ
て
こ
れ
を
具
体
化
す
べ
き
な
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。

Ⅱ
．
日
本
法
の
現
状
│
裁
判
例
の
分
析

上
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
た
病
院
の
組
織
責
任
に
関
す
る
学
説
の
議
論
は
、
そ
の
後
格
別
の
議
論

の
展
開
も
な
い
ま
ま
経
過
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
至
り
、
大
学
病
院
等
の
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
医
療
施
設
に
お
い
て
、
チ
ー
ム
内

の
ル
ー
ル
が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
十
分
な
意
思
疎
通
が
な
い
た
め
に
医
療
事
故
に
発
展
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
裁
判
例
が
多
々
見
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
組
織
医
療
に
お
け
る
医
療
事
故
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
表
参
照
）。

診
療
行
為
に
関
連
し
て
目
立
つ
事
故
類
型
は
、
⑴
薬
剤
の
取
り
違
え
等
に
よ
る
事
故
や
手
術
・
検
査
等
に
よ
る
事
故
、
⑵
連
携
態
勢
の

二
五
〇



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
九
八
一
）

不
備
に
よ
り
患
者
の
病
状
の
変
化
に
適
切
に
対
応
で
き
ず
に
生
じ
た
事
故
で
あ
る
。
⑴
は
複
数
の
職
種
が
多
数
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
少

な
く
な
く
、
医
療
従
事
者
個
人
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
裁
判
例
が
あ
る
。

1
、
薬
剤
の
取
り
違
え
や
手
術
・
検
査
等
の
事
故

【
1
】　

17
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
三
年
二
月
一
〇
日
判
タ
一
三
四
四
号
九
〇
頁

医
師
が
投
与
量
の
処
方
を
間
違
い
、
薬
物
が
三
日
間
連
続
で
常
用
量
の
五
倍
投
与
さ
れ
た
結
果
、
Ａ
が
死
亡
し
た
。
Ａ
の
相
続
人
Ｘ
ら

は
投
与
量
を
間
違
っ
た
Ｙ
2
医
師
、
調
剤
を
行
っ
た
Ｙ
3
薬
剤
師
、
監
査
を
行
っ
た
Ｙ
4
薬
剤
師
、
Ｙ
5
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
共
同
不
法

行
為
に
基
づ
き
、
ま
た
開
設
者
た
る
Ｙ
1
に
つ
い
て
は
使
用
者
責
任
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
、
薬
剤
師
は
、
用
法
・

用
量
等
を
含
む
処
方
せ
ん
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
、
疑
義
が
あ
る
場
合
は
、
処
方
医
に
照
会
す
る
疑
義
照
会
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ

れ
に
違
反
し
た
と
し
た
。
被
告
病
院
で
は
医
薬
品
の
用
量
や
医
薬
品
の
相
互
作
用
等
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
薬
剤
の
オ
ー
ダ
リ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
薬
剤
師
ら
は
こ
れ
を
信
頼
し
て
い
た
旨
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
病
院
の
設
定
方
法
や
周
知
体
制
に
大
き
な

問
題
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
設
定
者
や
被
告
病
院
の
責
任
者
等
か
ら
明
確
な
説
明
を
受
け
て
い
る
な
ど
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
く
、
薬
剤
師
ら
が
病
院
の
オ
ー
ダ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
信
頼
し
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、
合
理
的
な
根
拠
が
な
い
以
上
責
任
は
軽
減
さ

れ
な
い
と
し
て
、
薬
物
の
量
を
誤
っ
て
処
方
し
た
医
師
と
こ
れ
を
調
剤
・
監
査
し
た
薬
剤
師
四
名
の
共
同
不
法
行
為
責
任
お
よ
び
病
院
の

使
用
者
責
任
を
認
め
た
。

【
2
】　

15
事
件
・
東
京
地
裁
平
成
一
六
年
一
月
三
〇
日
判
タ
一
一
九
四
号
二
四
三
頁

Ｂ
看
護
婦
が
Ａ
の
点
滴
終
了
後
に
注
入
す
る
薬
液
に
つ
い
て
注
射
器
を
取
り
違
え
て
準
備
し
、
Ｃ
看
護
婦
が
こ
の
注
射
器
に
張
り
付
け

ら
れ
た
メ
モ
を
確
認
し
な
い
ま
ま
患
者
の
点
滴
液
に
誤
っ
て
準
備
さ
れ
た
注
射
器
の
薬
液
を
注
入
し
た
た
め
に
患
者
が
死
亡
し
た
。
Ａ
の

二
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
九
八
二
）

相
続
人
Ｘ
ら
は
、
Ｂ
、
Ｃ
の
過
失
を
主
張
す
る
と
共
に
、
Ｙ
1
が
開
設
す
る
Ｙ
病
院
に
お
い
て
は
、
薬
剤
容
器
へ
の
記
入
方
法
が
統
一
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
注
射
器
に
メ
モ
紙
を
貼
り
付
け
る
慣
習
に
よ
り
、
間
違
っ
た
薬
剤
を
表
示
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
薬
液
の
計
量
に
外
形
上
か
ら
は
内
容
物
の
区
別
が
付
か
な
い
同
形
状
の
注
射
器
を
計
量
器
と
し
て
使
用
す
る
な
ど
の
事
故
を
生
じ
か

ね
な
い
状
況
が
あ
っ
た
等
の
事
実
か
ら
（
事
故
後
態
勢
が
変
更
さ
れ
て
い
る
）、
Ｙ
1
の
組
織
態
勢
が
本
件
事
故
発
生
の
危
険
を
高
め
た
と
し

て
、
不
法
行
為
も
し
く
は
債
務
不
履
行
に
基
づ
き
、
組
織
編
成
上
の
過
失
を
主
張
し
Ｙ
1
を
訴
え
た
。

裁
判
所
は
、
原
告
が
主
張
す
る
よ
う
な
一
定
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
件
医
療
事
故
の
よ
う
な
医
療
事
故
が
生
じ
る
可
能

性
を
で
き
る
だ
け
低
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
患
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
は
、
病
院
や
Ｙ
1
の
看
護
及
び
投
薬
の
シ
ス
テ
ム
に
何

ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
Ｂ
、
Ｃ
の
個
人
的
注
意
義
務
の
懈
怠
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
両
名
の
過
失
を
認
め
た
が
、
病
院
の
組
織
編
成
上
の
義
務
違
反
の
主
張
に
つ
い
て
は
棄
却
し
た
。

【
3
】　

14
事
件
・
京
都
地
判
平
成
一
八
年
一
一
月
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
一
三
年
ワ
第
二
八
二
〇
号
）

病
状
が
最
終
期
に
あ
る
Ａ
に
対
し
継
続
し
て
人
工
呼
吸
器
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
加
湿
の
た
め
に
滅
菌
精
製
水
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

Ｌ
看
護
師
は
、
Ａ
の
使
用
す
る
人
工
呼
吸
器
の
吸
気
の
加
湿
に
用
い
ら
れ
て
い
る
滅
菌
精
製
水
を
交
換
す
る
際
に
誤
っ
て
エ
タ
ノ
ー
ル
タ

ン
ク
を
Ａ
の
病
室
に
持
ち
込
み
、
注
射
器
で
吸
い
上
げ
て
、
チ
ャ
ン
バ
ー
に
注
入
し
て
Ａ
に
吸
引
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
Ｋ
看
護
師
が
タ
ン

ク
の
取
り
違
え
に
気
付
く
ま
で
の
約
五
三
時
間
・
七
勤
務
帯
の
間
に
、
Ｌ
と
Ｋ
の
ほ
か
看
護
師
Ｈ
、
Ｉ
、
Ｊ
が
、
タ
ン
ク
の
中
身
は
滅
菌

精
製
水
だ
と
思
い
チ
ャ
ン
バ
ー
に
エ
タ
ノ
ー
ル
を
補
充
し
て
い
た
（
補
充
し
た
分
量
は
各
人
異
な
る
）。
Ａ
は
、
薬
剤
の
取
り
違
え
が
判
明
し

た
翌
日
死
亡
し
た
。
そ
こ
で
、
Ａ
の
相
続
人
Ｘ
ら
は
、
エ
タ
ノ
ー
ル
を
病
室
に
持
ち
込
ん
だ
Ｌ
を
は
じ
め
、
チ
ャ
ン
バ
ー
に
エ
タ
ノ
ー
ル

を
補
充
し
た
看
護
師
五
名
の
注
意
義
務
違
反
を
主
張
し
、
加
え
て
類
似
し
た
容
器
の
医
薬
品
を
区
別
の
つ
き
に
く
い
状
況
で
同
一
の
保
管

二
五
二



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
九
八
三
）

場
所
で
保
管
し
、
ま
た
エ
タ
ノ
ー
ル
タ
ン
ク
に
付
属
の
ノ
ズ
ル
を
精
製
水
タ
ン
ク
に
も
流
用
す
る
等
取
り
違
え
の
危
険
性
を
さ
ら
に
高
め

る
状
況
を
容
認
し
て
い
た
等
主
張
し
て
、
病
棟
に
お
け
る
医
薬
品
の
保
管
・
管
理
・
使
用
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
看
護
師
長
Ｆ
、
副
看
護

師
長
Ｇ
の
管
理
上
の
過
失
を
主
張
し
て
訴
え
た
。

裁
判
所
は
、
被
告
看
護
師
各
人
に
は
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
し
、
看
護
師
ら
の
エ
タ
ノ
ー
ル
の
誤
注
入
と
Ａ
の
死
亡
と
の
因
果
関
係

の
立
証
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
も
、
看
護
師
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
形
態
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
同
各
看
護
師
間
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
強

い
関
連
共
同
体
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
被
告
看
護
師
ら
の
同
各
行
為
に
つ
い
て
共
同
不
法
行
為
（
民
法
七
一
九
条
）
が
成
立
し
、
も
し
被

告
看
護
師
ら
の
同
各
行
為
に
つ
い
て
弱
い
関
連
共
同
体
し
か
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
各
行
為
と
Ａ
の
死
と
の
間
の
因

果
関
係
は
法
律
上
推
定
さ
れ
る
、
と
し
て
看
護
師
五
名
の
共
同
不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
。
し
か
し
、
看
護
管
理
者
の
過
失
に
つ
い
て
は
、

医
薬
品
の
確
認
義
務
は
看
護
師
と
し
て
最
も
基
本
的
な
注
意
義
務
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
件
事
故
は
被
告
Ｌ
看
護
師
及
び
被
告

看
護
師
ら
が
少
な
く
と
も
本
件
エ
タ
ノ
ー
ル
タ
ン
ク
の
ラ
ベ
ル
を
確
認
す
れ
ば
、
同
事
故
が
起
き
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
薬

品
を
識
別
す
る
た
め
の
措
置
や
そ
れ
に
対
す
る
注
意
喚
起
ま
で
す
べ
き
法
的
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
た
。

【
4
】　

表
18
事
件
・
京
都
地
判
平
成
一
七
年
七
月
一
二
日
判
時
一
九
〇
七
号
一
一
二
頁

蕁
麻
疹
の
治
療
の
た
め
に
Ｙ
1
が
開
設
す
る
病
院
の
医
師
の
診
察
を
受
け
た
Ｘ
1
は
、
准
看
護
師
が
医
師
の
指
示
を
誤
解
し
て
誤
っ
た

薬
剤
を
静
脈
注
射
を
し
た
た
め
に
、
急
性
心
肺
停
止
に
よ
る
低
酸
素
脳
症
を
発
症
し
て
不
可
逆
的
な
後
遺
障
害
を
負
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ

1
と
そ
の
両
親
Ｘ
2
・
Ｘ
3
が
、
注
射
を
指
示
し
た
Ｙ
2
医
師
の
過
失
、
注
射
を
実
施
し
た
Ｙ
3
准
看
護
師
の
過
失
、
お
よ
び
Ｙ
3
准
看

護
師
か
ら
薬
剤
の
こ
と
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
回
答
し
た
Ｙ
4
薬
剤
師
の
過
失
、
お
よ
び
Ｙ
1
は
本
件
病
院
に
お
い
て
投
与
さ
れ
る
薬
剤

の
効
能
・
効
果
に
つ
い
て
の
最
新
の
情
報
や
同
病
院
に
常
備
さ
れ
て
い
る
薬
剤
の
種
類
に
つ
い
て
、
医
師
・
薬
剤
師
・
看
護
師
等
に
周
知

二
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
九
八
四
）

さ
せ
る
等
組
織
的
な
事
故
防
止
策
を
怠
っ
て
い
た
旨
主
張
し
て
、
Ｙ
2
と
Ｙ
3
両
名
に
対
し
て
は
共
同
不
法
行
為
に
基
づ
き
、
Ｙ
1
に
対

し
て
は
債
務
不
履
行
な
い
し
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
裁
判
所
は
、
Ｙ
2
と
Ｙ
3
に
は
過
失
が
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
と
し
、
両
名
の
各
不
法
行
為
の
成
立
と
Ｙ
1
の
使
用
者
責
任
を
認
め
た
。
他
方
Ｙ
1
の
組
織
的
な
事
故
防
止
策
の
義
務
違
反
、

お
よ
び
薬
剤
師
の
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
七
一
五
条
の
責
任
が
成
立
し
て
い
る
以
上
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
判
断
し
な

か
っ
た
。

【
5
】　

表
22
事
件
・
青
森
地
判
平
成
六
年
一
二
月
二
〇
日
判
時
一
五
五
二
号
一
〇
七
頁

Ａ
は
Ｙ
病
院
で
急
性
虫
垂
炎
の
手
術
を
受
け
た
。
手
術
に
は
執
刀
医
、
補
助
医
、
外
回
り
の
看
護
師
、
器
械
出
し
の
看
護
師
、
Ａ
の
容

態
を
観
察
す
る
看
護
師
の
五
名
が
あ
た
っ
た
。
執
刀
に
先
立
っ
て
ネ
オ
ペ
ル
カ
ミ
ン
剤
の
脊
椎
麻
酔
が
注
入
さ
れ
た
が
手
術
中
に
Ａ
は
呼

吸
停
止
及
び
心
停
止
を
来
し
死
亡
し
た
。
裁
判
所
は
、
腰
椎
麻
酔
に
お
い
て
は
心
電
図
モ
ニ
タ
ー
の
着
用
が
保
険
診
療
の
対
象
と
な
ら
ず
、

か
つ
臨
床
の
場
に
お
い
て
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
酷
と
も
い
え
る
が
、
被
告
病
院
に
は
心
電
図
モ
ニ

タ
ー
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
麻
酔
事
故
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
心
電
図
モ
ニ
タ
ー
を
あ
ら
か
じ
め
装
着
し
て
患
者
の
状
態
を
厳
重
に
監
視

す
べ
き
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
し
た
。
ま
た
心
電
図
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
患
者
の
容
態
を
看
る
看
護
師
が
、
血
圧
や
脈
拍

に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
後
、
出
血
量
の
確
認
等
の
た
め
に
患
児
の
そ
ば
を
離
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
時
間
が
ほ
ん
の
数
分
間
の
わ
ず
か

な
時
間
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
監
視
義
務
に
違
反
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
開
設
者
の
使
用
者
責
任
を
認
め
た
。

2
、
医
師
と
看
護
師
と
の
連
携

組
織
医
療
に
お
け
る
重
要
な
機
能
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
入
院
中
に
お
け
る
患
者
の
病
状
の
変
化
へ
の
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
患
者
の
ケ
ア
に
携
わ
る
医
療
従
事
者
が
、
患
者
の
症
状
を
的
確
に
把
握
し
て
い
る
か
、
症
状
に
対
し
て
適
切

二
五
四



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
九
八
五
）

な
対
応
を
採
っ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
特
に
、
夜
間
を
含
め
て
担
当
医
が
帰
宅
し
た
場
合
な
ど
は
、
主
治
医
・
担
当
医
、
当
直
医
、

看
護
師
の
連
携
が
重
要
で
あ
り
、
組
織
と
し
て
は
、
適
切
な
人
員
を
配
置
し
報
告
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
と
い
え
る
。
こ
の
類
型
の

事
故
に
つ
い
て
は
医
師
に
よ
る
患
者
の
病
状
の
把
握
の
前
提
と
し
て
、
看
護
師
の
報
告
義
務
違
反
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
大

部
分
の
事
案
に
お
い
て
は
、
患
者
の
病
状
の
変
化
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
過
失
は
、
看
護
師
に
対
し
て
指
示
権
限
を
有
す
る
医
師

の
過
失
と
し
て
処
置
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
体
制
を
構
築
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
医
師
の
過
失
と
し
、

そ
れ
を
根
拠
に
病
院
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

【
6
】　

表
31
事
件
・
松
山
地
判
平
成
二
四
年
六
月
二
六
日
判
例
集
未
登
載
（
平
成
一
八
年
ワ
第
四
一
九
号
）

Ａ
は
意
識
障
害
を
伴
う
重
篤
な
糖
尿
病
に
よ
り
、
Ｙ
病
院
に
入
院
し
、
Ｂ
医
師
が
そ
の
主
治
医
を
務
め
た
。
入
院
の
翌
日
、
看
護
師
が

Ａ
の
容
態
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
右
下
肢
の
痛
み
の
訴
え
と
右
下
肢
の
循
環
障
害
の
存
在
を
認
め
た
。
看
護
師
か
ら
報
告
を
受
け
た
Ｂ
医

師
は
大
腿
骨
骨
折
を
疑
い
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
や
Ｃ
Ｔ
検
査
を
実
施
し
た
。
そ
し
て
、
検
査
結
果
の
画
像
を
確
認
し
た
が
、
明
ら
か
な
骨
折
の

所
見
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
同
日
午
後
が
公
休
で
あ
っ
た
め
、
看
護
師
に
対
し
、
Ｃ
医
師
に
Ａ
の
診
察
を
依
頼
す
る
よ
う
指

示
し
、
併
せ
て
、
そ
の
旨
の
Ｃ
宛
の
連
絡
文
を
カ
ル
テ
に
記
載
し
た
後
、
病
院
を
出
て
自
宅
に
向
か
っ
た
。
午
後
二
時
、
看
護
師
は
、
Ａ

の
右
足
の
足
背
動
脈
が
触
知
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
医
師
に
連
絡
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
午
後
五
時
頃
、
外
来
診
察
を
終
え

た
Ｃ
が
Ａ
を
診
察
し
、
右
の
大
腿
動
脈
が
閉
塞
し
て
い
る
と
診
断
し
た
。
そ
し
て
、
Ｃ
か
ら
そ
の
旨
の
連
絡
を
受
け
た
Ｂ
は
病
院
に
戻
り
、

Ａ
を
血
管
外
科
の
専
門
病
院
へ
転
送
し
た
が
、
既
に
右
下
腿
が
壊
死
し
て
い
た
め
右
下
腿
切
断
と
な
っ
た
。
Ａ
の
相
続
人
Ｘ
ら
は
、
被
告

の
経
営
す
る
病
院
の
担
当
医
師
が
、
Ａ
の
右
下
肢
の
循
環
障
害
の
症
状
を
看
過
し
て
誤
診
す
る
な
ど
し
た
結
果
、
高
次
の
医
療
機
関
へ
の

転
送
が
遅
れ
、
右
下
肢
切
断
を
余
儀
な
く
な
さ
れ
た
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
、
四
一
五
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
求
め
た
。

二
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
九
八
六
）

裁
判
所
は
、
主
治
医
は
、
診
療
行
為
を
協
同
に
す
る
他
の
医
療
従
事
者
（
看
護
師
そ
の
他
）
を
統
括
す
る
者
と
し
て
、
自
ら
が
病
院
を

不
在
に
す
る
場
合
に
は
、
患
者
の
症
状
の
変
化
に
速
や
か
に
適
応
で
き
る
態
勢
を
構
築
す
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

Ｂ
と
し
て
は
、
午
後
の
公
休
を
取
得
す
る
に
当
た
り
、
看
護
師
に
対
し
、
引
き
続
き
、
循
環
障
害
な
い
し
虚
血
症
状
の
悪
化
に
備
え
て
、

症
状
の
変
化
の
有
無
を
経
時
的
に
観
察
し
、
症
状
の
変
化
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
Ｃ
に
診
察
依
頼
の
連
絡
を
す
る
こ
と
を
説

明
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
措
置
を
講
じ
た
形
跡
は
な
く
、
連
絡
態
勢
を
構
築
で
き
な
か
っ

た
Ｂ
に
は
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
し
て
、
病
院
の
債
務
不
履
行
責
任
を
認
め
た
。

【
7
】　

表
26
事
件
・
富
山
地
判
平
一
三
年
二
月
二
八
日
判
時
一
七
六
一
号
一
〇
七
頁

Ａ
は
咽
頭
炎
の
他
に
、
肺
炎
及
び
気
管
支
喘
息
が
強
く
疑
わ
れ
て
Ｙ
病
院
に
入
院
し
た
。
外
来
で
診
療
に
あ
た
っ
た
Ｙ
2
は
種
々
の
薬

剤
の
投
与
を
看
護
師
に
指
示
し
た
。
Ｙ
病
院
で
は
医
師
の
勤
務
時
間
は
午
後
五
時
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
主
治
医
制
は
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、

夜
間
に
つ
い
て
は
宿
直
医
と
は
別
に
輪
番
制
で
担
当
医
が
決
め
ら
れ
、
特
に
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
連
絡
が
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

事
故
当
日
の
宿
直
医
は
Ｌ
、
担
当
医
は
Ｍ
で
あ
り
、
Ｙ
2
は
帰
宅
の
途
に
つ
く
前
、
Ｍ
に
対
し
Ａ
の
経
過
や
検
査
結
果
等
を
伝
え
た
が
、

綿
密
な
打
合
せ
ま
で
は
し
な
か
っ
た
。
Ｙ
2
の
帰
宅
後
、
Ａ
に
は
高
熱
、
多
呼
吸
、
陥
没
呼
吸
、
喘
鳴
等
の
症
状
が
み
ら
れ
た
が
、
準
夜

帯
を
担
当
し
た
Ｎ
看
護
師
も
深
夜
帯
を
担
当
し
た
Ｏ
看
護
師
も
い
ず
れ
の
医
師
に
も
報
告
し
な
か
っ
た
。
午
前
七
時
頃
に
呼
吸
状
態
が
悪

化
し
た
た
め
Ｏ
は
酸
素
マ
ス
ク
で
酸
素
吸
入
の
処
置
を
と
っ
た
も
の
の
午
前
七
時
三
〇
分
頃
に
Ａ
の
呼
吸
が
停
止
し
た
た
め
、
Ｍ
に
電
話

連
絡
し
た
。
し
か
し
、
Ｌ
の
電
話
番
号
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
ポ
ケ
ッ
ト
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
が
す
ぐ
に
は
連
絡
が
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
蘇
生
措
置
な
ど
が
と
ら
れ
た
が
Ａ
は
死
亡
し
た
。
Ｘ
ら
は
、
Ａ
の
死
亡
は
医
師
や
看
護
婦
ら
が
適
切
な
処
置
を
怠
っ
た
結
果
で

あ
る
と
し
て
、
Ｙ
病
院
を
設
置
す
る
Ｙ
1
に
対
し
て
使
用
者
責
任
及
び
債
務
不
履
行
を
追
及
す
る
と
共
に
、
外
来
診
療
に
あ
た
っ
た
Ｙ
2

二
五
六



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
九
八
七
）

を
被
告
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
追
及
し
た
。

裁
判
所
は
、
主
に
Ｙ
2
の
責
任
問
題
に
つ
い
て
断
じ
、
Ｙ
2
は
外
来
診
療
に
あ
た
っ
た
の
だ
か
ら
、
他
の
医
師
に
比
し
格
段
の
差
を

も
っ
て
Ａ
の
病
態
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
Ａ
の
治
療
に
つ
い
て
第
一
に
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｙ
病

院
で
主
治
医
制
が
採
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
夜
間
は
担
当
医
が
輸
番
制
で
決
め
ら
れ
、
当
日

は
Ｍ
が
そ
れ
に
当
た
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
中
発
作
な
い
し
大
発
作
の
程
度
か
ら
次
第
に
大
発
作
へ
と
悪
化
し
つ
つ
あ
っ
た
Ａ
の
容
態
に

鑑
み
れ
ば
、
夜
間
に
お
い
て
も
Ｙ
2
は
Ａ
の
治
療
に
つ
い
て
第
一
に
責
任
を
負
い
、
自
ら
Ａ
の
症
状
を
観
察
し
あ
る
い
は
看
護
師
に
報
告

を
指
示
す
る
か
、
少
な
く
と
も
夜
間
の
担
当
医
で
あ
っ
た
Ｌ
と
の
間
で
事
前
に
綿
密
に
打
合
せ
を
行
い
、
以
降
の
治
療
に
遺
漏
の
な
い
よ

う
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
、
Ｙ
2
の
不
法
行
為
責
任
と
Ｙ
1
の
使
用
者
責
任
を
認
め
た
。

3
、
考
察

以
上
紹
介
し
た
裁
判
例
は
、
組
織
に
お
け
る
態
勢
の
不
備
が
損
害
の
発
生
に
寄
与
し
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
原
因
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
も
の
の
一
部
で
あ
り
、
末
尾
に
示
し
た
裁
判
例
も
併
せ
て
考
察
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
診
療
過
誤
の
場
合
は
、
七
一
五
条
構
成
に
よ
っ
て
責
任
を
肯
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

第
二
に
、
診
療
（
医
療
行
為
）
に
関
連
し
て
生
じ
た
事
故
に
つ
き
、
患
者
側
あ
る
い
は
医
療
者
側
か
ら
、
組
織
態
勢
の
不
備
に
つ
い
て

主
張
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
医
療
行
為
に
関
連
し
か
つ
医
療
従
事
者
の
過
失
を
肯
定
し
う
る
場
合
に
は
、
組
織
上
の
過
失
を
認
め
な
い
か
検

討
し
な
い
傾
向
に
あ
る
。

第
三
に
、
病
院
の
安
全
管
理
態
勢
に
つ
い
て
欠
陥
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
医
師
等
そ
の
業
務
を
統
括
す
る
者
は
二
重
に
チ
ェ
ッ
ク
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
被
用
者
の
注
意
義
務
の
強
化
（
注
意
義
務
の
高
度
化
）
に
病
院
の
管
理
の
落
度
が
取
り
上
げ
ら
れ

二
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
九
八
八
）

て
い
る

（
13
）

。

け
れ
ど
も
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
病
院
の
活
動
に
関
し
、
各
部
門
間
・
各
専
門
職
者
の
連
携
の
ル
ー
ル
や
伝
達
シ
ス
テ
ム
を
総
合
的

な
視
点
か
ら
決
定
し
、
管
理
・
監
督
で
き
る
の
は
個
別
の
部
署
、
ま
た
は
そ
こ
に
属
す
る
個
人
で
は
な
く
病
院
（
法
人
）
で
あ
り
、
そ
の

不
備
に
よ
っ
て
損
害
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
創
出
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
用
者
の
行
為
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
く
病
院
自
身
の
過
失

と
し
て
扱
う
の
が
現
実
的
で
あ
る
。

学
説
の
中
に
は
、「
故
意
・
過
失
は
自
由
意
思
を
持
つ
自
然
人
に
つ
い
て
だ
け
語
る
こ
と
が
で
き
、
法
人
に
つ
い
て
は
そ
の
意
味
で
の

行
為
は
存
在
し
な
い
、
し
た
が
っ
て
医
療
事
故
に
つ
い
て
、
病
院
の
管
理
・
監
視
体
制
が
問
わ
れ
て
い
る
事
例
で
は
、
医
療
法
人
自
体
の

過
失
で
は
な
く
、
病
院
管
理
者
の
注
意
義
務
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
が
あ
る

（
14
）

。
し
か
し
、
過
失
の
重
点
が
行
為
者
の
内

心
と
い
っ
た
主
観
的
な
も
の
か
ら
客
観
的
な
注
意
義
務
に
置
き
換
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
現
在
、
病
院
と
し
て
の
取
る
べ
き
行
為
義
務
と

そ
の
違
反
と
し
て
の
過
失
を
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
病
院
の
組
織
構
造
の
観
点
か
ら
も
、「
病
院
は
、
マ
ト
リ
ク
ス
型
組

織
が
見
事
に
機
能
し
て
お
り
、
病
院
長
の
介
入
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
も
の
で
も
な
け
れ
ば
タ
フ
な
ミ
ド
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
も
存
在

し
な
い
。
医
療
機
関
は
、
マ
ト
リ
ク
ス
組
織
が
極
め
て
自
然
な
状
態
で
機
能
し
て
い
る
珍
し
い
事
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
」
る
、
と
の
指

摘
が
あ
る

（
15
）

。
病
院
が
そ
の
組
織
構
造
を
も
と
に
、
自
然
人
と
同
様
の
行
為
主
体
性
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
責
任
を
直
に
問
う

こ
と
が
現
実
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
．
米
国
に
お
け
る
病
院
責
任
と
制
度
的
枠
組

以
上
、
日
本
の
法
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
以
下
で
は
、
ま
ず
日
本
と
米
国
の
法
制
度
や
医
療
制
度
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
し

二
五
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診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
九
八
九
）

た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
法
の
組
織
責
任
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

1
、
履
行
補
助
者
法
理
の
不
存
在

日
本
で
は
、
損
害
賠
償
責
任
を
追
求
す
る
場
合
に
は
、
債
務
不
履
行
責
任
と
不
法
行
為
責
任
に
よ
る
責
任
追
求
の
二
つ
の
形
式
が
あ
り
、

債
務
不
履
行
に
お
け
る
場
合
に
は
、
債
務
の
履
行
の
過
程
で
用
い
た
履
行
補
助
者
の
過
失
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
責
任
を
負
う
と
い
っ

た
法
理
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
法
に
は
「
履
行
補
助
者
」
の
法
理
の
概
念
が
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
に
お
い
て
は
、
契
約
違
反
は
厳
格
責
任
と
さ
れ
て
お
り
、
契
約
上
の
債
務
は
、
当
事
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
後
発
的

履
行
不
能
を
理
由
と
し
て
も
そ
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
責
任
で
は
、
契
約
の
履
行
を
妨
げ
る
事
由
が

補
助
者
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
債
務
者
が
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
契
約
上
の
責
任
に
つ
い
て
他
人
の
行
為
に
よ

る
責
任
原
則
を
特
別
に
発
展
さ
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
他
人
の
行
為
に
よ
る
責
任
は
、
専
ら
不
法
行
為
責
任
に
お
け
る
使
用
者

原
則
と
し
て
発
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
英
米
法
は
「
履
行
補
助
者
」
と
い
う
概
念
を
知
ら
ず
、
他
人
の
行
為
の
本
人
へ
の

帰
責
問
題
は
、
契
約
責
任
、
不
法
行
為
責
任
を
問
わ
ず
、
全
て
一
元
的
に
使
用
者
責
任
法
理
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
い
う
法
的
構
成
が

形
成
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。

2
、
使
用
者
責
任
（respondeat superior

）

ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
使
用
者
責
任
（respondeat superior

）
は
我
が
国
と
同
様
、
自
己
責
任
を
負
う
当
事
者
と
の
関
係
に
お
い
て
代

償
的
な
責
任
を
負
う
立
場
に
あ
る
者
が
、
過
失
が
な
く
と
も
負
う
厳
格
責
任
（
代
位
責
任
）
で
あ
り
、「
雇
用
、
サ
ー
ビ
ス
、
代
理
の
過
程

お
よ
び
範
囲
で
生
じ
た
被
用
者
、
使
用
人
、
代
理
人
の
過
失
あ
る
行
為
に
対
し
て
は
、
使
用
者
、
主
人
、
本
人
が
責
任
を
負
う
」
と
い
う

代
理
法
（agency law

）
の
基
本
原
則
で
あ
る

（
17
）

。
た
だ
し
我
が
国
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、
代
理
法
が
、
取
引
的
不
法
行
為
の
み
な
ら
ず
事

二
五
九
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実
上
の
不
法
行
為
も
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
被
用
者
の
有
責
な
加
害
行
為
が
「
雇
用
の
範
囲
」
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
使
用
者
は
代
位
責
任
を

負
う
。
免
責
立
証
は
認
め
ら
れ
な
い
。

い
か
な
る
者
が
被
用
者
と
さ
れ
る
か
を
決
定
す
る
基
準
は
、
そ
の
者
を
支
配
す
る
権
限
・
支
配
で
き
る
能
力
を
有
し
て
い
た
か
、
す
な

わ
ち
指
揮
監
督
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
使
用
者
に
指
揮
監
督
権
が
あ
れ
ば
そ
の
者
は
被
用
者
で
あ
っ
て
、
使
用
者
が
使
用
者
責
任

の
下
で
責
任
を
負
う
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
下
で
は
、
使
用
者
の
支
配
の
及
ば
な
い
「
雇
用
の
範
囲
を
越
え
る
行
為
」
や
使
用
者
が
そ
の
行

為
を
支
配
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
「
独
立
契
約
者
（independent contractor

）」
の
行
為
、
そ
し
て
、
そ
の
使
用
者
の
被
用
者
が
第
二

の
使
用
者
や
代
理
人
の
支
配
に
実
際
的
に
服
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
借
用
さ
れ
た
使
用
人
（borrow

ed servant

）」
の
行
為
に
は
使

用
者
責
任
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
る
。

医
療
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
、
医
師
は
「
独
立
契
約
者
」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
看
護
師
を
含
め
た
医
師
以
外
の
専
門
職
者
は
「
被
用

者
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
病
院
は
、
独
立
契
約
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
医
師
の
過
失
に
対
し
て
は
責
任
を
負
わ
な

い
と
い
う
の
が
一
般
原
則
で
あ
る

（
18
）

。
ま
た
看
護
師
に
「
借
用
さ
れ
た
使
用
人
法
理
（borrow

ed servant doctrine （
19
）

）」
が
適
用
さ
れ
た
場
合

は
、
病
院
は
看
護
師
の
過
失
に
対
し
て
も
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
使
用
者
責
任
の
下
で
は
、
原
告
が
つ
ぎ
の
三
つ
の
事
項
を
証
明
で
き
た
場
合
に
病
院
は
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
①
不
法

行
為
が
生
じ
、
②
そ
の
不
法
行
為
を
犯
し
た
行
為
者
が
使
用
者
の
被
用
者
な
い
し
代
理
人
で
あ
り
、
③
そ
の
不
法
行
為
が
そ
の
被
用
者
の

雇
用
の
範
囲
で
行
為
し
て
い
る
被
用
者
や
代
理
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

3
、
医
療
制
度
上
の
相
違
（
20
）

も
っ
と
も
、
医
師
が
独
立
契
約
者
で
あ
る
と
い
う
評
価
に
は
、
医
師
の
有
す
る
専
門
性
が
、
使
用
者
に
よ
っ
て
支
配
で
き
な
い
程
に
高

二
六
〇



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
九
九
一
）

度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
日
本
と
は
異
な
る
医
療
制
度
の
特
殊
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
は
一
九
世
紀
に
発
展
し
た
ア
テ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ド
ク
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
（
い
わ
ゆ
る
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
）
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ

て
お
り
、
多
く
の
医
師
は
病
院
の
組
織
に
帰
属
す
る
こ
と
な
く
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
病
院
か
ら
そ
の
業
務
を

委
任
さ
れ
た
管
理
者
た
る
医
師
や
研
修
医
を
除
い
て
、
病
院
で
仕
事
を
し
て
い
る
大
部
分
の
医
師
は
、
診
療
部
門
の
医
師
ス
タ
ッ
フ
委
員

会
に
よ
っ
て
、
病
院
の
人
的
・
物
的
設
備
を
使
用
す
る
ス
タ
ッ
フ
特
権
が
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
病
院
と
医
師
と
の
間
に
雇
用
契
約

は
な
く
、
病
院
施
設
に
関
す
る
利
用
契
約
が
単
に
締
結
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
診
療
部
門
か
ら
ス
タ
ッ
フ
特
権
が
認
め
ら
れ
た
医
師

は
病
院
の
管
理
者
の
介
入
な
く
し
て
、
自
己
の
オ
フ
ィ
ス
等
で
診
て
い
る
患
者
を
自
由
に
入
院
さ
せ
、
治
療
を
行
い
、
個
人
の
事
業
主
と

し
て
、
自
ら
が
行
っ
た
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
患
者
や
保
険
会
社
に
対
し
て
直
接
技
術
料
を
請
求
す
る
。
他
方
病
院
は
、
医
師
と
は
別
に
、
例

え
ば
薬
物
や
臨
床
検
査
、
宿
泊
や
食
事
、
看
護
と
い
っ
た
患
者
に
提
供
し
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
患
者
や
保
険
会
社
に
請
求
す
る
。

ス
タ
ッ
フ
特
権
を
与
え
る
か
否
か
、
そ
し
て
ス
タ
ッ
フ
特
権
を
中
止
し
た
り
、
停
止
し
た
り
す
る
か
ど
う
か
は
、
医
師
ス
タ
ッ
フ
委
員

会
の
専
権
事
項
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
タ
ッ
フ
医
師
の
選
択
に
つ
い
て
過
失
が
あ
っ
た
場
合
は
伝
統
的
に
病
院
が
責
任
を
負
っ
て
お
り
、

こ
の
責
任
は
後
述
す
る
組
織
責
任
に
お
い
て
病
院
が
患
者
に
直
接
負
う
義
務
の
一
つ
で
あ
る
。

Ⅳ 

．
組
織
責
任
の
法
理
（doctrine of corporate liability/ corporate liability theory/ institutional 

liability

）

1
、
企
業
責
任
（enterprise liability

）
と
の
相
違

組
織
責
任
の
法
理
と
は
、「
病
院
が
患
者
の
安
全
・
医
療
の
質
の
確
保
を
怠
っ
た
場
合
に
は
組
織
体
が
直
接
的
に
責
任
を
負
う
と
い
う

二
六
一
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本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
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（
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九
二
）

法
理
で
あ
り
、
病
院
に
滞
在
す
る
間
の
、
患
者
の
安
全
と
福
祉
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る

（
21
）

」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
病

院
組
織
を
医
療
従
事
者
の
実
在
と
し
て
扱
い
、
管
理
上
・
運
営
上
の
病
院
の
義
務
の
中
心
に
据
え
る
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
従
来
病
院
組
織
の
義
務
を
、
医
師
や
看
護
師
の
選
択
と
保
持
、
建
物
や
土
地
の
管
理
、
備
品
の
管
理
と
い
っ
た
「
人
的
・
物

的
な
管
理
」
の
領
域
に
制
限
し
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
リ
ノ
イ
州
で
一
九
六
五
年
に
判
決
さ
れ
たD

arling

事
件

（
22
）

が
、
診
断
や
治
療
と

い
っ
た
医
療
の
専
門
的
領
域
に
お
い
て
病
院
の
自
己
責
任
を
認
め
て
以
降
、
多
く
の
州
が
こ
れ
を
採
用
し
、
病
院
の
組
織
責
任
の
法
理
が

発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
項
で
は
病
院
の
組
織
責
任
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
が
、
そ
の
前
に
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
や
す
い
「
企
業
責
任
」
つ
ま
り
「enterprise 

liability

」
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

企
業
責
任
と
は
、
組
織
体
そ
の
も
の
が
そ
の
活
動
か
ら
生
じ
た
人
身
損
害
に
対
し
企
業
が
責
任
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
組
織
責
任
と
同
一
で
は
あ
る
が
、
病
院
の
組
織
責
任
は
後
述
す
る
よ
う
に
「
譲
渡
で
き
な
い
義
務
」
に
根
拠
が
あ
り
、「
患
者
の
安

全
と
福
祉
」
を
目
的
し
た
直
接
責
任
で
あ
る
の
に
対
し
、
企
業
責
任
は
報
償
責
任
・
危
険
責
任
の
原
理
に
立
脚
し
た
「
責
任
の
公
平
な
分

担
」
を
主
た
る
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
企
業
責
任
は
、
①
責
め
を
負
う
べ
き
活
動
か
ら
生
じ
た
事
故
の
費
用
は
、
内
部
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
②
事
故
の
費
用

は
、
そ
の
活
動
に
関
係
し
、
利
益
を
得
る
者
の
間
で
分
散
・
分
配
さ
れ
る
の
が
公
平
で
あ
る
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
た
厳
格
責
任
（
代
位

責
任
）
で
あ
る

（
23
）

。
危
険
な
活
動
を
行
う
企
業
の
責
任
や
製
造
物
責
任
が
企
業
責
任
の
典
型
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
一
九
七
〇
年
代
か
ら

一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
七
〇
九
条
構
成
に
よ
っ
て
法
人
の
責
任
を
問
う
「
企
業
責
任
」
と
ほ
ぼ
同
じ
概
念
で
あ
る
。

企
業
責
任
の
下
で
は
、
そ
の
企
業
の
活
動
か
ら
生
じ
た
事
故
に
つ
き
、
被
害
者
は
被
用
者
や
理
事
等
個
人
の
過
失
を
特
定
し
な
く
と
も

二
六
二
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賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
製
薬
会
社
で
働
く
医
師
が
、
薬
品
を
開
発
す
る
過
程
で
過
失
を
侵
し
た
と
し
て
も
、
消
費
者
は
医

師
個
人
の
過
失
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
、
製
薬
会
社
そ
の
も
の
を
加
害
者
た
る
被
告
と
し
て
訴
え
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

（
24
）

。

企
業
責
任
は
、
企
業
に
そ
の
責
任
が
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
事
故
を
防
止
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
企
業
に
与
え
る
こ

と
が
で
き
、
ま
た
被
用
者
個
人
の
責
任
追
及
や
求
償
が
通
常
な
い
こ
と
か
ら
、
責
任
保
険
の
効
率
化
と
い
う
点
で
も
利
点
が
あ
る
。
こ
う

し
た
理
由
で
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
下
で
損
害
賠
償
責
任
保
険
危
機
が
問
題
と
な
っ
た
と
き
に
病
院
の
企
業
責
任
を
立
法
化
す
る
こ
と
が

提
案
さ
れ
た

（
25
）

。
け
れ
ど
も
国
民
や
医
師
等
医
療
従
事
者
の
猛
烈
な
反
対
に
あ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。
反
対
の
最
大
の
理
由
は
、
そ
の
内

容
が
医
療
専
門
職
者
個
人
へ
の
責
任
追
及
を
全
面
的
に
廃
止
し
、
病
院
に
責
任
を
集
中
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
病
院
の
企
業

責
任
の
強
制
は
、
国
民
の
訴
訟
に
お
け
る
選
択
を
制
限
し
、
医
師
│

患
者
間
の
専
門
家
責
任
を
前
提
と
し
た
黙
示
的
な
取
り
決
め
や
、
当

事
者
と
し
て
病
院
に
責
任
が
あ
る
か
ど
う
か
の
実
質
的
判
断
を
も
締
め
出
す
こ
と
に
な
る

（
26
）

。
組
織
責
任
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
不
法
行

為
法
が
損
害
の
填
補
と
な
ら
ん
で
強
調
す
る
「
事
故
の
抑
止
」
に
ど
れ
だ
け
効
果
が
あ
る
の
か
、
と
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
る
が

（
27
）

、
大
部

分
の
学
説
や
判
例
は
過
失
責
任
た
る
組
織
責
任
を
支
持
し
て
い
る

（
28
）

。

2
、D

arling

事
件

一
九
六
〇
年
半
ば
頃
ま
で
、
裁
判
所
は
一
般
に
、
病
院
組
織
の
義
務
を
「
人
的
・
物
的
管
理
」
の
領
域
に
制
限
し
て
い
た
。
こ
れ
を
、

診
断
・
治
療
と
い
っ
た
診
療
の
領
域
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
の
は
、
一
九
六
五
年
に
イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
判
所
で
判
決
さ
れ
たD

arling

事

件
（
29
）

で
あ
る
。

原
告D

arling

は
、
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル･

ゲ
ー
ム
の
最
中
に
右
足
を
骨
折
し
、
被
告
病
院
の
救
急
室
で
、
整
形
外
科
医
と
病
院
の
看
護
師

に
よ
っ
て
、
ギ
プ
ス
包
帯
を
巻
か
れ
た
。
ギ
プ
ス
を
あ
て
が
わ
れ
て
す
ぐ
か
ら
、
原
告
は
多
大
な
痛
み
を
感
じ
、
ギ
プ
ス
か
ら
出
て
い
る

二
六
三
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踵
は
腫
脹
し
、
変
色
し
、
知
覚
が
消
失
し
て
い
っ
た
。
そ
の
治
療
を
行
っ
た
医
師
は
、
翌
日
つ
ま
先
附
近
の
ギ
プ
ス
を
一
部
切
り
取
っ
た

が
症
状
は
悪
化
し
続
け
た
た
め
、
そ
の
二
日
後
に
は
ギ
プ
ス
が
除
去
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
は
既
にD

arling

の
下
肢
は
壊
死
し

て
お
り
、
血
液
と
浸
出
液
と
悪
臭
が
観
察
さ
れ
た
。
暫
く
し
てD

arling

は
、
他
病
院
に
移
っ
た
が
時
は
既
に
遅
く
、D

arling

の
足
は

膝
か
ら
下
を
切
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。D

arling

は
、
医
師
の
専
門
家
過
失
と
使
用
者
責
任
、
病
院
の
組
織
上
の
過
失
を
主
張
し
て

訴
訟
を
提
起
し
た
。
訴
訟
放
棄
の
医
師
と
の
契
約
書
の
存
在
に
よ
っ
て
、
医
師
に
対
す
る
訴
訟
は
事
実
審
以
前
に
却
下
さ
れ
、
病
院
の
み

を
被
告
と
し
て
争
う
こ
と
に
な
っ
た
。
事
実
審
に
お
い
て
原
告
を
支
持
す
る
判
決
が
下
さ
れ
、
病
院
が
控
訴
し
た
が
棄
却
さ
れ
た
。
上
告

審
に
お
け
る
法
律
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
原
告
が
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
、
規
則
、
基
準
、
内
規
（by-law

s

）
を
病
院
の
組
織
責
任
を
問
う

た
め
の
注
意
義
務
水
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
適
否
に
あ
っ
た
。

最
高
裁
判
所
が
ま
と
め
た
原
告
の
申
立
て
の
趣
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
被
告
病
院
が
こ
の
整
形
外
科
医
に
仕
事
を
さ
せ
て

お
い
た
こ
と
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
整
形
外
科
医
の
行
っ
て
い
る
治
療
を
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
を
介
し
て
調
査
し
、
改
善

す
る
よ
う
に
指
導
し
な
か
っ
た
こ
と
が
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
（Joint C

om
m
ission A

ccreditation of 

H
ealthcare O

rganization （
30
）

）
の
基
準
に
則
っ
て
被
告
病
院
が
採
択
し
た
病
院
の
内
規
に
は
、
本
件
の
よ
う
に
患
者
の
病
状
が
悪
化
し
て
い

る
場
合
に
看
護
師
は
、
一
〇
〜
二
〇
分
毎
に
血
液
の
循
環
の
状
態
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一

日
に
数
回
し
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
。
看
護
師
が
そ
れ
ら
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
病

院
管
理
ス
タ
ッ
フ
の
義
務
で
あ
り
、
そ
し
て
看
護
師
が
症
状
の
悪
化
を
管
理
者
に
報
告
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
告
は
、
医
師
ス

タ
ッ
フ
の
注
意
を
喚
起
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
医
師
ス
タ
ッ
フ
が
何
の
行
為
も
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
い

ず
れ
か
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
原
告
は
、
免
許
規
則
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
基
準
、
被
告
病
院
の
内
規
は
、
病
院
の
義
務
を

二
六
四



診
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過
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）

定
義
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
違
反
行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
侵
害
に
対
し
て
は
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た

（
31
）

。
こ
れ

に
対
し
て
、
被
告
病
院
は
従
来
の
責
任
理
論
に
従
っ
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。「
適
切
な
教
育
を
受
け
、
免
許
を
持
っ
た
個
人
だ
け
が

医
業
を
実
施
で
き
る
の
で
あ
り
、
法
人
が
で
き
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
病
院
は
法
の
下
で
、
専
門
的
実
務
を
行
う
医
師
や
外
科

医
に
対
し
て
、
如
何
な
る
行
為
も
禁
じ
た
り
、
要
求
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
な
い
。
病
院
は
、
患
者
の
状
態
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
合
理

的
な
注
意
を
な
す
義
務
と
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
一
般
的
な
病
院
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
程
度
の
注
意
と
技
術
と
思
慮
深
さ
を
行

使
す
る
義
務
を
患
者
に
負
う
。
証
拠
は
、
病
院
が
基
準
的
な
業
務
に
従
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
原
告
は
こ
れ
に
対
し
て
反
証
が

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
看
護
師
が
、
も
し
そ
の
よ
う
な
指
示
を
実
施
す
れ
ば
患
者
に
対
し
て
多
大
な
侵
害
が
生
じ
る
こ
と
を
、

如
何
な
る
合
理
人
に
も
予
期
で
き
る
ほ
ど
に
明
ら
か
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
看
護
師
が
医
師
の
指
示
を
単
に
実
施

し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
看
護
師
が
行
っ
た
不
法
行
為
に
対
し
て
、
病
院
に
は
責
任
は
な
い
。
医
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う

な
専
門
的
性
質
の
医
療
ケ
ア
に
対
す
る
病
院
の
義
務
範
囲
は
、
医
師
の
選
択
に
お
い
て
合
理
的
な
注
意
を
払
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
タ
ッ
フ

の
選
択
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
注
意
が
な
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
選
択
さ
れ
た
医
師
の
能
力
が
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
無
能

力
さ
が
発
見
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
が
何
も
な
い
と
き
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
病
院
の
管
理
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き

な
（
31
）

」
い
。

本
件
に
お
い
て
、
病
院
が
整
形
外
科
医
の
行
っ
た
診
療
を
調
査
し
、
協
議
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
争
い
は
な
か
っ
た
。

S
chaefer

裁
判
官
は
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
病
院
認
定
基
準
や
州
免
許
規
則
、
被
告
病
院
の
内
規
は
、
病
院
が
患
者
の
ケ
ア
に
対
し
て
責
任

を
負
う
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
し
て
、
適
正
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
し
て
、「
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
基
準
、
免
許
規
則
、
内
規
」

を
病
院
の
注
意
義
務
水
準
を
証
明
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
認
め
た
。

二
六
五
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結
論
と
し
て
、
裁
判
所
は
、
病
院
の
責
任
に
お
い
て
、
全
て
の
と
き
に
、
全
て
の
患
者
に
対
す
る
ベ
ッ
ド
ケ
ア
の
た
め
に
、
そ
し
て
、

こ
の
患
者
の
右
足
の
進
行
的
壊
死
状
態
を
改
善
す
る
た
め
に
、
病
院
の
管
理
者
と
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
、
そ
の
こ
と
を
通
告
す
る
能

力
の
あ
る
、
訓
練
さ
れ
た
十
分
な
数
の
看
護
師
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
整
形
外
科
医
に
よ
っ
て
患
者
に
な
さ
れ
て
い
る

治
療
を
調
査
し
、
必
要
に
よ
り
上
級
医
師
に
関
与
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
二
つ
の
点
で
被
告
病
院
に
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が

あ
っ
た
と
判
示
し
た

（
32
）

。

本
判
決
以
前
に
お
け
る
、
診
療
に
対
す
る
病
院
組
織
と
し
て
の
義
務
は
、
医
師
や
看
護
師
の
選
択
に
お
い
て
合
理
的
な
注
意
を
払
う
こ

と
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
本
判
決
は
、
そ
れ
を
医
療
の
専
門
的
業
務
の
領
域
に
ま
で
高
め
て
、
ス
タ
ッ
フ
特
権
を
持
つ
医
師
の
行
う
医

学
的
ケ
ア
の
質
の
監
督
と
、
そ
の
医
師
が
な
し
た
治
療
を
調
査
す
る
病
院
の
義
務
を
承
認
し
、
組
織
責
任
の
法
理
の
下
で
、
病
院
自
身
が

患
者
に
対
し
直
接
的
責
任
を
負
う
こ
と
を
認
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
独
立
契
約
者
に
対
す
る
病
院
の
責
任
の
免
責
を
制
限
し
、

患
者
に
対
す
る
病
院
の
責
任
が
医
療
ケ
ア
を
な
す
医
師
の
責
任
と
共
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
原
告
が
提
示
し

た
病
院
免
許
法
の
下
で
の
州
公
衆
衛
生
省
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
準
則
お
よ
び
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
が
要
求
す
る
病
院
の
組
織
運
営
の
あ
り

方
と
し
て
の
基
準
、
病
院
組
織
が
定
め
て
い
る
内
規
と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
は
、
裁
判
所
が
認
め
た
よ
う
に
、
病
院
組
織
を
運
営

す
る
統
治
機
構
が
、
患
者
が
病
院
に
お
い
て
最
善
の
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
責
任
を
持
っ
て
病
院
組
織
の
確
立
と
運
営
に
あ
た
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
公
共
の
利
益
を
意
図
し
た
制
定
法
や
行
政
法
規
へ
の
違
反
は
、
当
然
違
法
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（negligence 

per se （
33
）

）
あ
る
い
は
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
証
拠
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
一
般
的
な
法
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
三
者
機

関
た
る
病
院
の
認
定
組
織
で
あ
る
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
基
準
や
病
院
の
内
規
が
証
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
本
件
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。

D
arling

事
件
判
決
を
契
機
に
し
て
、
多
く
の
州
が
病
院
の
組
織
責
任
を
採
択
し
て
い
っ
た
。
本
法
理
が
採
択
さ
れ
る
理
由
は
ほ
ぼ
一

二
六
六



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
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法
理
（
峯
川
）

（
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七
）

致
し
て
お
り
、「
病
院
は
も
は
や
医
師
が
そ
の
仕
事
を
な
す
た
め
の
単
な
る
施
設
で
は
な
く
、
様
々
な
専
門
職
者
や
、
様
々
な
部
門
が
関

わ
り
合
っ
て
包
括
的
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
医
療
の
担
い
手
と
把
握
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
国
民
は
、
病
院
医
療
に
お
い
て
は
あ

る
特
定
の
個
人
の
医
療
専
門
職
者
で
は
な
く
、
病
院
が
治
療
を
な
し
、
治
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
病
院
へ
の
国
民

の
信
頼
が
、
組
織
責
任
を
課
す
主
要
な
理
由
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
34
）

。

3
、
組
織
責
任
の
内
容
、
責
任
の
性
質

一
九
九
一
年
に
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
最
高
裁
判
所
で
判
決
さ
れ
たT

hom
pson

事
件

（
35
）

の
裁
判
所
は
、
同
州
で
初
め
て
組
織
責
任
の
法
理

を
採
択
し
た
。
本
裁
判
所
は
全
州
に
お
け
る
病
院
の
組
織
責
任
に
関
す
る
判
例
を
包
括
的
に
調
査
し
た
後
、
組
織
責
任
を
採
択
し
て
い
る

法
域
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
認
め
て
い
る
病
院
の
義
務
は
、
主
に
次
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ⅰ　

安
全
と
適
切
な
設
備
・
備
品
の
保
持
に
お
い
て
合
理
的
な
注
意
を
行
使
す
る
義
務

ⅱ　

能
力
あ
る
医
師
を
選
択
し
、
保
持
す
る
義
務

ⅲ　

患
者
の
ケ
ア
に
関
し
て
病
院
の
中
で
、
医
療
を
行
う
全
て
の
人
を
監
督
す
る
義
務

ⅳ　

患
者
に
適
切
な
ケ
ア
を
保
障
す
る
た
め
の
、
適
切
な
ル
ー
ル
お
よ
び
手
続
き
を
案
出
し
、
採
択
し
、
執
行
す
る
義
務

ま
た
、
他
の
裁
判
所
や
学
説
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
よ
う
に

（
36
）

、
本
法
理
は
患
者
に
対
し
、
病
院
が
直
接
的
に
負
う
「
譲
渡
で
き
な
い
義

務
（non-delegable duty

）」
を
創
設
す
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
組
織
上
の
過
失
を
代
理
法
の
原
理
か
ら
区
別
す
る
中
で
、
裁
判
所
は
、

患
者
に
対
し
て
直
接
的
に
責
任
を
課
す
た
め
に
は
、
損
害
が
生
じ
た
構
造
上
の
欠
陥
や
手
続
き
に
対
し
、
知
っ
て
い
た
あ
る
い
は
知
る
べ

き
で
あ
っ
た
と
い
う
、
事
実
認
識
（actual know

ledge

）・
擬
制
認
識
（constructive know

ledge （
37
）

）」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
こ

の
要
求
は
、
組
織
過
失
は
、
矯
正
が
可
能
で
あ
っ
た
組
織
構
造
上
の
欠
陥
や
手
続
き
に
対
し
て
の
み
、
病
院
は
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と

二
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
九
九
八
）

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
組
織
責
任
は
、
病
院
が
損
害
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
は
無
関
係
に
、
施
設
の
中
で
生
じ
た
あ

ら
ゆ
る
過
失
に
対
し
て
、
容
易
に
責
任
を
課
す
厳
格
責
任
、
す
な
わ
ち
、「
代
理
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
一
四
条
」
に
規
定
さ

れ
て
い
る
伝
統
的
な
「
譲
渡
で
き
な
い
義
務
（non-delegable duty

）」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
原
告
が
病
院
の
組
織
責
任
を

追
及
す
る
た
め
に
は
、
①
病
院
が
適
切
な
注
意
義
務
水
準
か
ら
逸
脱
し
た
こ
と
、
②
病
院
は
、
矯
正
が
可
能
で
あ
っ
た
構
造
上
の
欠
陥
や

手
続
き
に
対
し
て
、
事
実
認
識
あ
る
い
は
擬
制
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
病
院
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
、
権
利
侵
害
を
受
け
た
当
事
者
に

対
し
て
、
損
害
を
も
た
ら
す
実
質
的
要
因
（substantial factor （

38
）

）
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
病
院
の
ネ

グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
第
一
の
義
務
違
反
と
第
三
の
近
因
を
証
明
す
る
た
め
に
、
専
門
家
証
人
に
よ
る
証
言
が
求

め
ら
れ
る

（
39
）

。
裁
判
所
は
、
病
院
に
対
し
、
病
院
の
患
者
に
対
す
る
直
接
的
責
任
を
課
す
た
め
に
は
、
こ
の
要
求
は
適
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
た
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
にT

hom
pson

事
件
判
決
は
、
組
織
責
任
に
お
い
て
病
院
が
患
者
に
負
う
義
務
を
四
つ
に
類
型
化
し
、
こ
の
責
任

は
「
譲
渡
で
き
な
い
義
務
」
で
あ
る
と
述
べ
る
一
方
で
、
病
院
自
身
の
過
失
に
基
づ
く
直
接
責
任
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

「
譲
渡
で
き
な
い
義
務
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
説
明
を
加
え
よ
う
。

4
、
譲
渡
で
き
な
い
義
務
（non-delegable duty

）

譲
渡
で
き
な
い
義
務
と
は
、「
第
三
者
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
本
人
（
使
用
者
）
は
、
そ
の
義
務
の
履
行
に
際
し
用
い
た
行
為
者
が
被

用
者
で
あ
る
か
独
立
契
約
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
作
為
・
不
作
為
に
よ
っ
て
義
務
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
本

人
（
使
用
者
）
に
過
失
が
な
く
と
も
厳
格
責
任
（
代
位
責
任
）
を
負
う

（
40
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
代
理
法
第
二
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
二
一
四

条
（
41
）

は
、「
譲
渡
で
き
な
い
義
務
」
の
履
行
に
対
す
る
本
人
の
責
任
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

二
六
八



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
九
九
九
）

「
他
者
や
他
者
の
財
産
を
護
る
た
め
に
保
護
を
与
え
た
り
、
注
意
を
用
い
る
義
務
を
有
し
、
か
つ
、
使
用
人
や
そ
の
他
の
者
に
対
し
て

そ
の
よ
う
な
義
務
の
遂
行
を
体
系
化
（codify

）
す
る
使
用
者
や
そ
の
他
の
本
人
は
、
そ
の
義
務
の
遂
行
に
対
し
、
そ
う
し
た
代
理
人
の

失
敗
に
よ
っ
て
他
者
や
他
者
の
財
産
に
与
え
た
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
う
」。
右
の
よ
う
な
責
任
が
使
用
者
（
本
人
）
に
対
し
て
課
さ

れ
る
理
由
と
し
て
、
本
項
の
コ
メ
ン
ト
⒜
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
人
は
、
特
定
の
不
法
な
行
為
や
結
果
を
指
示
し
た
り
、
過
失

が
あ
っ
た
り
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
雇
用
の
範
囲
内
で
行
為
し
た
代
理
人
や
使
用
人
の
行
為
を
除
き
、
他
者
の
行
為
に
つ
い
て
通
常
責
任

を
負
わ
な
い
。
し
か
し
、
人
は
契
約
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
他
者
と
あ
る
関
係
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
の
範
囲
に
な
い
代
理
人
や

被
用
者
の
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
責
任
の
範
囲
は
引
き
受
け
て
い
る
義
務

に
よ
る
。
ま
た
、
あ
る
者
が
達
成
さ
れ
る
べ
き
結
果
を
契
約
し
、
起
り
得
る
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
彼
の
代
理
人
で
も
使
用
人
で
も

な
い
者
の
行
為
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
譲
渡
で
き
な
い
義
務
は
、
そ
う
し
た
義
務
の
一
つ
で
あ
り
、
他
者
を
保
護
す
る

た
め
に
適
切
な
注
意
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
義
務
（duty to see

）
で
あ
る
。
他
者
に
そ
の
義
務
の
履
行
を
委
任
し
て
注
意
を

行
使
す
る
こ
と
で
は
満
た
さ
れ
ず
、
保
護
の
仕
事
を
委
任
さ
れ
た
人
物
が
注
意
深
く
保
護
を
与
え
た
場
合
、
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
の
み

満
た
さ
れ
る
義
務
で
あ
」
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
三
者
を
保
護
す
る
譲
渡
で
き
な
い
義
務
を
負
う
使
用
者
は
、
使
用
者
責
任
の
一
般
原
則
と
は
離
れ
て
雇
用
の
範

囲
内
だ
け
で
な
く
、
雇
用
の
範
囲
に
な
い
被
用
者
や
代
理
人
の
過
失
あ
る
行
為
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
義
務
は
、
契
約

（
42
）

、
制
定
法
、
チ
ャ
ー
タ
ー
（charter

）、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
（franchise

）、
コ
モ
ン･

ロ
ー
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ

て
生
じ
る
が

（
43
）

、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
生
じ
る
譲
渡
で
き
な
い
義
務
は
、
本
人
と
第
三
者
と
が
契
約
上
の
関
係
な
い
し
、
あ
る
特
別
な
関
係

に
入
っ
た
場
合
に
生
じ
る
と
さ
れ
て
お
り

（
44
）

、
概
念
的
に
は
我
が
国
の
安
全
配
慮
義
務
（
保
護
義
務
）
と
同
じ
で
あ
る
。

二
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
〇
〇
）

譲
渡
で
き
な
い
義
務
は
、
一
般
に
以
下
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。

請
負
人
を
使
用
し
て
自
己
の
財
産
を
修
理
す
る
家
主
は
、
修
理
が
適
切
に
な
さ
れ
た
か
否
か
を
確
認
す
る
譲
渡
で
き
な
い
義
務
を
負
い
、

不
適
切
な
修
理
が
原
因
と
な
っ
て
生
じ
た
侵
害
に
対
し
て
代
位
責
任
を
負
う

（
45
）

。
一
般
運
送
業
者
は
積
荷
し
た
も
の
を
適
切
に
運
送
し
、
安

全
を
保
障
す
る
譲
渡
で
き
な
い
義
務
を
有
し
、
不
安
全
な
運
送
に
因
っ
て
生
じ
た
侵
害
に
対
し
て
代
位
責
任
を
負
う

（
46
）

。
同
様
に
、
乗
客
輸

送
に
お
い
て
、
合
理
的
な
注
意
を
行
使
す
る
こ
と
が
公
的
あ
る
い
は
私
的
運
輸
会
社
の
譲
渡
で
き
な
い
義
務
で
あ
る

（
47
）

。
地
方
自
治
体
は
安

全
な
道
路
を
提
供
す
る
譲
渡
で
き
な
い
義
務
が
あ
り
、
た
と
え
州
の
国
土
省
に
よ
っ
て
そ
の
維
持
が
引
き
受
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

瑕
疵
あ
る
修
理
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
侵
害
に
対
し
て
代
位
責
任
を
負
う

（
48
）

。
ま
た
、
公
道
や
公
共
施
設
を
修
理
す
る
と
い
う
市
の
義

務
は
、
譲
渡
で
き
な
い
義
務
で
あ
り
、
使
用
し
た
業
者
の
過
失
が
原
因
と
な
っ
て
市
民
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
代
位
責
任
を
負
う

（
49
）

。

右
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
譲
渡
で
き
な
い
義
務
は
様
々
な
状
況
で
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
全
て
に
共
通
す
る
の
は
、
譲
渡
で
き
な
い
義
務

を
課
せ
ら
れ
る
被
告
は
、
生
命
や
身
体
の
安
全
・
財
産
の
保
護
を
原
告
か
ら
委
ね
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
逆
に
原
告
は
、
そ
の
扱
い
に
つ
い

て
被
告
に
信
頼
を
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
や
無
防
備
な
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

医
療
過
誤
訴
訟
の
領
域
で
は
、
こ
の
法
理
の
活
用
は
救
急
医
療
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
本
法
理
を
初
め
て
採
択
し
た
の
は
、
一
九
八
七

年
ア
ラ
ス
カ
州
最
高
裁
判
所
で
判
決
さ
れ
たJackson

事
件

（
50
）

で
あ
り
、「
一
般
救
急
施
設
と
し
て
免
許
を
付
与
さ
れ
て
い
る
病
院
は
、
救

急
室
の
ケ
ア
に
対
し
、
医
師
を
提
供
す
る
譲
渡
で
き
な
い
義
務
を
負
う
」
と
判
示
し
て
同
法
理
を
採
択
し
た
。
そ
の
他
フ
ロ
リ
ダ
州
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
も
救
急
医
療
の
領
域
で
同
法
理
が
採
択
さ
れ
た
が
、
他
の
法
域
は
採
用
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る

（
51
）

。

M
cW

illiam
s

とR
ussell

は
、
組
織
責
任
は
厳
格
責
任
で
は
な
く
直
接
責
任
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
や
学
説
が
繰
り
返
し

「
譲
渡
で
き
な
い
義
務
」
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
病
院
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
と
、
患
者
の
運
命
に
対
し
て
責
任
を
持
つ

二
七
〇



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
〇
一
）

べ
き
当
事
者
と
し
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
と
の
公
共
政
策
を
反
映
し
て
い
る
」
と
説
明
す
る

（
52
）

。
つ
ま
り
、
厳
格
責
任
か
、
過
失
責
任
か
と

い
う
相
違
は
あ
る
が
、
病
院
は
、
生
命
や
身
体
の
安
全
・
財
産
の
保
護
を
患
者
か
ら
委
ね
ら
れ
た
者
で
あ
り
、
逆
に
患
者
は
、
病
院
に
信

頼
を
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
い
う
関
係
が
認
知
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
組
織
責
任
は
、
譲
渡
で
き
な
い
義
務
の
一
形
態

と
し
て
捉
え
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

5
、
組
織
責
任
に
お
け
る
義
務
範
囲
と
内
容

先
述
し
た
よ
う
に
病
院
の
組
織
責
任
は
大
き
く
四
つ
の
義
務
に
類
型
化
さ
れ
て
い
る
が
、
本
項
で
は
各
々
ど
の
よ
う
な
義
務
内
容
で
あ

る
の
か
、
説
明
を
加
え
る
。

⑴　

安
全
と
適
切
な
設
備
・
備
品
の
保
持
に
お
い
て
合
理
的
な
注
意
を
行
使
す
る
義
務

不
法
行
為
法
理
に
よ
っ
て
確
立
し
て
い
る
伝
統
的
な
義
務
で
あ
り
、
法
人
は
人
々
に
提
供
す
る
、
施
設
や
設
備
を
合
理
的
に
保
持
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

【
1
】F

isher v. B
arnert M

em
orial H

ospital
事
件

（
53
）

は
、
病
院
の
壊
れ
た
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
か
ら
患
者
が
転
落
し
、
頭
蓋
骨
骨
折
を

負
っ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
を
適
切
に
維
持
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
病
院
の
組
織
責
任
が
認
め

ら
れ
た
。

な
お
、
こ
の
義
務
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
以
下
の
義
務
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
54
）

。

⒜　

適
切
な
医
学
機
器
、
薬
物
、
食
物
を
提
供
す
る
た
め
に
合
理
的
な
注
意
を
行
使
す
る
義
務

⒝　

患
者
と
被
用
者
に
対
し
て
、
安
全
な
構
内
、
環
境
を
提
供
す
る
た
め
に
合
理
的
な
注
意
を
行
使
す
る
義
務

⒞　

病
院
の
来
訪
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
建
物
・
土
地
の
保
持
に
お
い
て
合
理
的
な
注
意
を
行
使
す
る
義
務二

七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
〇
二
）

⒟　

患
者
の
貴
重
品
を
保
護
す
る
義
務

⒠　

効
果
的
な
感
染
防
止
を
図
る
義
務

⒡　

患
者
の
看
護
と
治
療
に
お
い
て
合
理
的
で
適
切
な
診
断
機
器
、
安
全
な
装
置
を
提
供
す
る
義
務

⒢　

薬
物
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
効
果
的
な
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
義
務

⑵　

能
力
あ
る
医
師
を
選
択
し
、
保
持
す
る
義
務

病
院
は
、
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
医
師
と
し
て
の
特
権
を
付
与
す
る
前
や
そ
の
更
新
の
際
に
、
そ
の
医
師
の
能
力
、
資
格
、
履
歴
を
調
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
医
師
の
申
請
書
の
評
価
、
任
用
を
考
慮
す
る
に
あ
た
っ
て
、
病
院
が
知
っ
て
い
た
あ
る
い
は
知
る
べ
き

で
あ
っ
た
関
連
す
る
情
報
に
対
し
責
任
を
有
し
、
審
査
の
過
程
に
落
ち
度
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
数
年
後
に
そ
れ
が
発
覚
し
て
も
、
病
院
は

患
者
に
対
し
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
事
案
が
あ
る
。

【
2
】Johnson v. M

isericordia C
om

m
unity H

ospital （
55
）

事
件

Ｙ
1
医
師
は
、
Ｙ
病
院
で
、
単
独
で
整
形
外
科
医
療
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
ス
タ
ッ
フ
特
権
を
与
え
ら
れ
た
医
師
で
あ
っ
た
。
Ｙ
1
は
、

Ｘ
の
腰
の
手
術
に
お
い
て
不
必
要
に
ピ
ン
の
破
片
を
取
り
除
こ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
の
右
大
腿
の
神
経
を
損
傷
し
、
筋
肉
に
不
可
逆

的
な
麻
痺
を
生
じ
さ
せ
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ
1
の
専
門
家
過
失
と
Ｙ
が
Ｙ
1
の
能
力
を
調
査
せ
ず
に
、
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
メ
ン
バ
ー
と
し
て
軽

率
か
つ
不
注
意
に
選
択
し
、
ま
た
当
該
手
術
を
す
る
能
力
が
な
い
の
に
、
病
院
内
で
整
形
外
科
手
術
を
行
う
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
に
組

織
上
の
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
、
Ｙ
1
と
Ｙ
を
被
告
と
し
て
訴
え
た
。

事
実
審
に
お
い
て
、
Ｘ
は
、
Ｙ
1
が
Ｙ
の
整
形
外
科
医
療
ス
タ
ッ
フ
を
申
請
す
る
に
あ
た
り
、
申
請
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ
に
は
専

門
医
の
資
格
と
経
歴
が
不
実
記
載
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
タ
ッ
フ
特
権
を
認
め
た
と
Ｙ
の
過
失
を
主
張
し
た
。
Ｙ
は
、
ス

二
七
二



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
〇
三
）

タ
ッ
フ
特
権
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
Ｙ
自
体
が
申
請
書
を
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
医
師
の
資
格
の
審
査
は
医
師

で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
が
行
っ
て
お
り
、
一
般
的
な
実
務
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
陪
審
は
、
Ｙ
1
に
は
二
〇
％
の
過
失

が
あ
り
、
Ｙ
に
は
八
〇
％
の
過
失
が
あ
る
と
評
決
し
た
。
二
審
も
こ
れ
を
支
持
し
た
た
め
、
Ｙ
が
上
告
し
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
病
院
は
、
医
師
を
ス
タ
ッ
フ
医
師
と
し
て
任
用
し
、
ま
た
特
権
を
付
与
す
る
に
あ
た
り
、
類
似
し
た
事
情
の
下
で
、

平
均
的
な
病
院
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
程
度
の
、
注
意
、
技
術
、
判
断
が
求
め
ら
れ
る
、
と
通
常
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
訴
訟
で
用
い
ら
れ
る

注
意
義
務
水
準
を
定
立
し
た
う
え
で
、
元
来
能
力
の
な
い
医
師
は
患
者
に
対
す
る
危
険
を
創
出
す
る
可
能
性
が
高
い
、
病
院
が
適
切
な
注

意
を
行
使
し
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
Ｙ
が
Ｙ
1
の
資
質
に
つ
い
て
事
実
認
識
・
擬
制
認
識
が
あ
っ
た
か
に
よ
る
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
、
原
審
の
判
断
を
支
持
し
た
。

「
Ｙ
病
院
に
お
い
て
は
、
Ｙ
1
医
師
を
採
用
す
る
に
あ
た
り
、
何
ら
調
査
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
Ｙ
1
医
師
の
能
力
に
関

し
て
事
実
認
識
は
な
い
が
、
当
事
者
が
調
査
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
特
定
の
事
実
が
得
ら
れ
う
る
場
合
に
は
、
擬
制
認
識
が
あ
っ
た

と
認
め
ら
れ
る
。
事
実
審
の
専
門
家
証
人
は
、
平
均
的
な
病
院
は
、
医
師
か
ら
提
出
さ
れ
た
申
請
書
の
正
確
性
に
つ
い
て
注
意
を
行
使
す

る
と
証
言
し
て
い
る
。
も
し
Ｙ
病
院
が
、
Ｙ
1
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
病
院
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
た
な
ら
ば
、
Ｙ
1
の
ス
タ
ッ

フ
特
権
は
二
つ
の
病
院
で
剥
奪
さ
れ
て
お
り
、
一
つ
の
病
院
で
特
権
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
や
、
顧
問
医
特
権
を
有
し
て
い

な
い
こ
と
、
ま
た
整
形
外
科
手
術
に
お
い
て
専
門
的
手
術
を
行
う
た
め
の
資
格
を
有
し
て
お
ら
ず
、
同
僚
医
師
の
大
半
が
、
彼
は
整
形
外

科
医
と
し
て
能
力
が
な
い
と
認
知
し
て
い
た
事
実
が
わ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｙ
が
巡
回
裁
判
所
の
フ
ァ
イ
ル
を
チ
ェ
ッ
ク
し

た
な
ら
ば
、
Ｙ
1
に
は
七
回
民
事
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
病
院
が
適
切
な
調
査
を
実
施
し
た
な
ら
ば

こ
う
し
た
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
Ｙ
1
の
ス
タ
ッ
フ
特
権
を
認
め
た
時
点
で
、
こ
れ
ら
の
事
実
全
て
の
情
報
を
得
る
こ

二
七
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
〇
四
）

と
が
で
き
た
病
院
に
は
責
任
が
あ
る

（
56
）

」
と
判
示
し
た
。

⑶　

患
者
の
ケ
ア
に
関
し
て
、
病
院
の
内
で
医
療
を
行
う
全
て
の
人
を
監
督
す
る
義
務（57）

D
arling

事
件
以
降
に
、
新
た
に
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
病
院
の
義
務
が
、
本
類
型
と
こ
れ
に
関
連
し
た
ⅳ
の
義
務
で
あ
り
、
ⅱ

と
は
異
な
り
、
施
設
の
中
で
業
務
を
行
う
医
師
と
看
護
師
等
病
院
の
被
用
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
医
療
全
て
を
監
督
す
る
義
務
で
あ
る
。

「
建
物
の
中
で
、
医
療
を
行
う
全
て
の
人
を
監
督
す
る
義
務
」
と
い
う
表
現
は
、
一
見
し
て
、
医
師
が
な
し
た
医
学
的
決
定
に
関
し
て
、

病
院
が
介
入
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
患
者
の
治
療
内
容
の
決
定
は
専
ら
治
療
す
る
医
師
の
裁
量
に
属
す
る
事
項
で

あ
る
。
ま
た
、
免
許
あ
る
医
師
は
、
医
業
を
行
う
た
め
の
同
様
の
免
許
を
得
て
い
な
い
者
か
ら
、
診
断
や
治
療
に
関
連
す
る
特
定
の
指

揮
・
監
督
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
免
許
を
有
し
な
い
者
に
そ
れ
を
な
す
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
非
合
法
な
医
業
の
実
施
を
招

く
こ
と
に
な
る
。D

arling

事
件
は
こ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
病
院
組
織
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
は
、
診
断
や
治
療
上
の
手
続
き

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
執
行
す
る
た
め
の
合
理
的
な
手
段
を
取
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
管
理
者
と
し
て
、
病
院
が
設
定
し
て
い
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
（
基
準
）
に
従
っ
た
ケ
ア
や
手
技
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
管
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
に
と
ど
ま
る

（
58
）

。

先
にD

arling

事
件
判
決
を
紹
介
し
た
が
、
他
に
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

【
3
】W

hittington v. E
piscopal H

ospital

事
件

（
59
）

患
者
は
、
妊
娠
中
毒
症
と
の
診
断
を
受
け
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
出
産
時
に
成
人
呼
吸
窮
迫
症
候
群
に
陥
り
、
産
後
肺
塞
栓
症
に

よ
っ
て
死
亡
し
た
。
遺
族
は
Ｙ
1
医
師
と
Ｙ
病
院
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
原
告
の
専
門
家
証
人
は
、
治
療
の
遅
れ
が
妊
娠
中
毒

症
を
憎
悪
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
産
後
に
肺
塞
栓
症
と
い
う
合
併
症
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
だ
っ
た
と
証
言
し
た
。
そ
し
て
患
者
が
病
院
で

診
察
を
受
け
た
一
二
月
一
五
日
、
二
二
日
及
び
入
院
し
た
二
三
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
、
ま
た
分
娩
後
の
治
療
に
お
い
て
、
病
院
の
被

二
七
四



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
〇
五
）

用
者
や
代
理
人
で
あ
る
看
護
師
と
研
修
医
、
お
よ
び
被
用
者
で
も
代
理
人
で
も
な
い
主
治
医
Ｙ
1
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
し
注
意
義
務
水
準

か
ら
の
逸
脱
が
あ
り
、
そ
の
逸
脱
と
患
者
の
死
亡
と
の
間
に
は
実
質
的
要
因
（
＝
因
果
関
係
）
が
認
め
ら
れ
る
と
証
言
し
た
。

陪
審
は
、
Ｙ
1
医
師
に
は
七
五
％
の
責
任
、
病
院
は
組
織
責
任
に
基
づ
い
て
一
五
％
、
及
び
使
用
者
責
任
に
基
づ
い
て
一
〇
％
の
責
任

が
あ
る
と
評
決
し
た
。
Ｙ
は
、
組
織
責
任
の
認
容
の
部
分
に
つ
き
、
法
や
証
拠
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
し
て
控
訴
し
た
。
Ｙ
の
使
用
者
責

任
・
組
織
責
任
の
主
要
な
内
容
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
妊
娠
中
毒
症
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
合
併
症
で
あ
り
、
看
護
師
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
教
育
・
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
一
五
日

の
検
診
の
と
き
に
、
患
者
の
血
圧
が
異
常
に
上
昇
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
1
な
い
し
研
修
医
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
患
者
を

帰
宅
さ
せ
た
こ
と
は
、
患
者
の
状
態
を
不
十
分
に
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
産
科
看
護
の
注
意
義
務
水
準
か
ら
逸
脱
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
患
者
の
血
圧
を
数
時
間
に
渡
っ
て
観
察
す
る
こ
と
が
看
護
師
の
注
意
義
務
水
準
で
あ
り
、
そ
れ
が
医
師
ら
の

指
示
に
よ
っ
て
実
施
で
き
な
い
場
合
に
は
、
な
さ
れ
る
べ
き
看
護
と
患
者
を
帰
宅
さ
せ
る
こ
と
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
、
通
常
は

“chain of com
m
and ”

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
用
い
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。“chain of com

m
and ”

は
、
そ
の
部
署
の
ト
ッ
プ

や
看
護
管
理
者
に
、
問
題
に
関
す
る
情
報
が
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
間
違
い
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
注
意
義
務
水
準
の
逸
脱
が
患
者
の
死

亡
に
寄
与
し
た
。
一
五
日
の
検
診
の
と
き
に
、
患
者
の
血
圧
は
上
昇
し
て
お
り
、
尿
蛋
白
も
二
プ
ラ
ス
で
あ
り
、
浮
腫
も
あ
っ
た
。
患
者

は
分
娩
期
に
あ
り
、
こ
の
時
点
で
入
院
さ
せ
、
血
圧
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
そ
の
他
の
処
置
が
な
さ
れ
れ
ば
、
病
気
の
進
行
を
妨
げ
る
こ
と

が
で
き
、
患
者
が
死
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
二
二
日
の
検
診
に
お
い
て
は
、
劇
的
な
妊
娠
中
毒
症
の
悪
化
が
み
ら
れ
て
お
り
、

患
者
を
至
急
入
院
さ
せ
、
分
娩
を
誘
発
し
胎
児
を
娩
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
同
様
に
帰
宅
さ
せ
た
。

第
二
に
、
患
者
は
誘
発
分
娩
を
受
け
る
た
め
に
、
計
画
通
り
二
三
日
に
入
院
し
た
。
被
告
病
院
の
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
妊
娠
中

二
七
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
〇
六
）

毒
症
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
の
場
合
は
入
院
後
即
座
に
分
娩
室
に
入
室
さ
せ
、
一
時
間
毎
の
容
態
チ
ェ
ッ
ク
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
四
時
間
も
の
間
患
者
を
待
機
室
で
待
た
せ
、
バ
イ
タ
ル
サ
イ
ン
の
測
定
は
た
っ
た
一
回
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。

被
告
病
院
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
は
患
者
が
二
四
日
に
誘
発
分
娩
が
始
ま
る
ま
で
、
原
告
に
対
し
誰
も
何
ら
対
応
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事

実
は
、
被
告
病
院
自
身
が
定
め
た
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
が
執
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
き
義
務
違
反
が
あ
る
。
ま

た
こ
れ
は
当
該
患
者
に
対
す
る
病
院
の
情
報
管
理
、
文
書
の
欠
如
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
患
者
は
非
常
に
悪
い
身
体
状

況
の
下
で
分
娩
に
臨
む
こ
と
と
な
り
、
死
亡
と
い
う
結
果
に
寄
与
し
た
。

控
訴
裁
判
所
が
事
実
審
の
判
断
を
支
持
し
た
た
め
、
Ｙ
病
院
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
病
院
の
義
務
違
反
は
ⅱ
〜
ⅳ
の
類
型
の

い
ず
れ
に
も
法
的
根
拠
が
な
い
と
主
張
し
て
上
告
し
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
本
件
は
病
院
が
負
う
一
つ
以
上
の
義
務
に
重
層
的
に
違
反

し
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
被
告
病
院
に
お
け
る
多
数
の
義
務
違
反
は
、
ⅲ
の
義
務
の
下
で
の
証
拠
と
し
て
ま
と
め
て
認
容
で
き
る
と
し
、
病

院
に
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
擬
制
認
識
が
認
め
ら
れ
、
注
意
義
務
水
準
に
従
わ
な
か
っ
た
病
院
の
行
為
は
、
患
者
に
対
す
る
危
険
を
増
大

さ
せ
た
と
し
て
、
上
告
を
棄
却
し
た
。

【
4
】T

hom
pson v. N

ason H
osp.

事
件

（
60
）

交
通
事
故
に
よ
っ
て
傷
害
を
受
け
、
被
告
病
院
で
頭
部
と
脚
治
療
を
受
け
た
Ｘ
と
そ
の
夫
が
、
Ｙ
病
院
を
被
告
と
し
て
訴
え
た
。
Ｘ
は
、

ス
タ
ッ
フ
特
権
を
有
す
る
Ｙ
1
医
師
に
よ
り
治
療
を
受
け
た
が
、
医
師
は
大
脳
内
の
大
き
な
血
腫
を
見
落
と
し
た
。
ま
た
、
Ｘ
は
心
臓
病

で
以
前
か
ら
抗
凝
固
治
療
を
受
け
て
い
た
が
、
Ｙ
1
は
そ
の
治
療
法
を
知
ら
ず
、
こ
れ
に
対
す
る
治
療
を
行
わ
な
か
っ
た
。
Ｘ
は
当
初
救

急
室
で
治
療
を
受
け
て
い
た
が
、
集
中
治
療
室
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
他
の
医
師
が
Ｘ
を
診
察
し
た
結
果
、
彼
女
に
は
左
半

身
に
麻
痺
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｙ
1
が
Ｘ
を
診
察
し
、
麻
痺
が
進
行
し
て
い
る
明
ら
か
な
徴
候
が
あ
る
こ
と
を
認

二
七
六



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
〇
七
）

知
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
科
的
な
治
療
を
行
わ
な
か
っ
た
。
入
院
か
ら
四
日
後
、
Ｘ
の
左
半
身
は
完
全
に
麻
痺
し
た
。
Ｙ
1
は
、
神

経
系
に
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
、
Ｘ
を
他
の
病
院
に
転
送
し
た
と
こ
ろ
、
大
脳
内
に
大
き
な
血
腫
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
外

科
治
療
の
遅
れ
の
結
果
と
し
て
Ｘ
は
、
左
半
身
が
麻
痺
す
る
と
い
う
後
遺
症
を
負
っ
た
。
Ｘ
ら
は
、
特
定
の
行
為
者
の
過
失
を
特
定
す
る

こ
と
な
く
、
Ｘ
の
傷
害
は
、
被
告
病
院
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
り
、
直
接
的
あ
る
い
は
近
接
的
に
生
じ
た
。
彼
ら
は
、
治
療
の
間
、
彼

女
の
状
態
に
つ
い
て
協
議
し
、
監
視
す
る
と
い
う
こ
と
を
定
め
た
病
院
の
ル
ー
ル
に
従
わ
な
か
っ
た
。
特
に
Ｘ
は
、
協
議
を
通
じ
て
、
適

切
な
医
学
的
注
意
を
患
者
が
受
け
る
こ
と
を
、
医
師
ス
タ
ッ
フ
が
確
実
に
し
て
い
な
い
の
に
、
Ｙ
は
、
医
師
ス
タ
ッ
フ
を
統
治
す
る
準

則
・
規
則
を
無
視
し
た
、
と
主
張
し
て
Ｙ
の
組
織
責
任
を
追
及
し
た
。

最
高
裁
判
所
は
、「
医
師
ス
タ
ッ
フ
を
統
治
す
る
病
院
の
準
則
・
規
則
は
、
病
院
ス
タ
ッ
フ
の
メ
ン
バ
ー
や
被
用
者
が
、
患
者
の
治
療

や
状
態
に
つ
い
て
の
異
常
を
認
知
し
、
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
院
内
開
業
医
が
、
そ
の
よ
う
な
異
常
を
通

知
さ
れ
た
後
に
行
為
し
な
い
場
合
に
は
、
病
院
の
メ
ン
バ
ー
や
被
用
者
は
、
適
切
な
行
為
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
病
院
当
局
に
報
告
す
る
義

務
が
あ
る
。
患
者
の
状
態
の
変
化
や
医
学
的
実
務
の
水
準
に
従
っ
て
い
な
い
医
師
の
指
示
に
疑
問
を
持
た
ず
、
結
果
と
し
て
患
者
が
侵
害

さ
れ
た
場
合
に
は
、
病
院
は
責
任
を
負
う

（
61
）

」
と
判
示
し
て
、
病
院
の
組
織
上
の
過
失
を
認
め
た
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
病
院
の
組
織
的
な
義
務
を
示
す
証
拠
と
し
て
、
病
院
の
内
規
や
準
則
・
規
則
・
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
認
可
基
準
と

い
っ
た
文
書
が
、
審
理
に
お
け
る
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
し
、
病
院
が
こ
れ
ら
に
記
載
さ
れ
た
ル
ー
ル
や
水
準
に
違
反
し
た

こ
と
が
、
患
者
の
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
近
因
で
あ
れ
ば
、
文
書
が
与
え
た
事
実
が
期
待
さ
れ
る
べ
き
注
意
義
務
水
準
の
証
拠
と
し
て
、

病
院
の
責
任
を
推
定
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
直
ち
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
構
成
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
裁
判
官

や
陪
審
は
、
こ
れ
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ
れ
た
事
項
を
注
意
義
務
水
準
の
証
拠
と
し
て
拒
否
す
る
こ
と
は
自
由
だ
か
ら
で
あ
る

（
62
）

。

二
七
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
〇
八
）

⑷　

患
者
に
適
切
な
ケ
ア
を
保
障
す
る
た
め
の
、
適
切
な
ル
ー
ル
お
よ
び
手
続
き
を
案
出
し
、
採
択
し
、
執
行
す
る
義
務

こ
の
義
務
は
し
ば
し
ば
ⅲ
の
義
務
と
重
な
り
合
い
区
別
で
き
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
病
院
が
、
適
所
に
、
適
切
な
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
文
書
を
持
つ
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
や
、
採
択
し
て
も
実
施
し
て
い
な
い
場

合
、
あ
る
い
は
採
択
し
た
ル
ー
ル
が
不
適
切
で
あ
っ
た
場
合
に
義
務
違
反
が
生
じ
る
。

【
5
】K

een v. M
ethodist H

ospital

事
件

（
63
）

喧
嘩
で
右
目
に
傷
害
を
負
っ
た
患
者
が
、
被
告
病
院
の
救
急
室
で
院
内
開
業
医
の
診
察
を
受
け
た
。
医
師
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
撮
影
し
た

後
、
治
療
を
し
な
い
ま
ま
患
者
を
帰
宅
さ
せ
た
。
翌
朝
、
た
ま
た
ま
患
者
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
を
見
た
放
射
線
医
Ａ
が
、
頭
蓋
骨
折
の
可

能
性
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
再
度
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
の
撮
影
を
推
奨
す
る
意
見
を
病
院
の
レ
コ
ー
ダ
ー
に
記
録
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
日
が
休
日
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
意
見
は
休
日
明
け
ま
で
誰
に
も
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
方
、
録
音
が
な
さ
れ
た
日
の
午

後
、
患
者
は
自
宅
に
お
い
て
突
然
意
識
を
消
失
し
、
被
告
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
が
、
頭
蓋
骨
折
と
頭
蓋
内
出
血
の
た
め
に
死
亡
し
た
。
救

急
室
で
診
察
し
た
医
師
が
頭
蓋
骨
折
を
見
落
と
し
た
こ
と
が
死
亡
の
近
因
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、「
病
院
は
、
医
業
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
ゆ
え
に
医
師
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
施
設
と
し
て
病
院
の
運
営
に
関
し
管
理
上
の
責
任
が
あ
る
。

病
院
は
、
雇
用
契
約
に
基
づ
き
放
射
線
医
Ｂ
を
放
射
線
部
門
の
管
理
者
と
し
て
置
い
て
お
り
、
同
部
門
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
方
法
に
つ

い
て
文
書
化
し
て
い
る
。
放
射
線
医
Ａ
の
意
見
が
、
治
療
を
行
っ
て
い
る
医
師
、
ま
た
は
、
そ
の
医
師
が
い
な
い
場
合
に
は
病
院
の
管
理

者
に
伝
わ
る
よ
う
な
手
続
を
ル
ー
ル
と
し
て
採
択
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
病
院
に
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
が
あ
る

（
64
）

」
と
判
示
し
て
、

病
院
の
組
織
責
任
を
認
め
た
。

二
七
八



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
〇
九
）

【
6
】E

dw
ards v. B

randyw
ine H

ospital

事
件

（
65
）

Ｘ
は
、
腰
痛
の
た
め
に
Ｙ
病
院
の
救
急
室
に
行
き
入
院
し
た
。
入
院
後
す
ぐ
に
、
看
護
師
が
ヘ
パ
リ
ン
・
ロ
ッ
ク
（
複
数
の
点
滴
薬
液
の

注
入
を
可
能
に
す
る
た
め
に
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
に
専
用
の
器
具
を
付
け
た
も
の
）
を
Ｘ
の
左
手
に
挿
入
し
た
が
、
入
院
中
、
Ｘ
の
静
脈
カ
テ
ー
テ

ル
は
入
院
後
の
三
日
目
に
一
回
し
か
交
換
さ
れ
な
か
っ
た
。
退
院
後
左
手
が
発
赤
・
腫
脹
し
た
た
め
、
Ｘ
は
再
度
Ｙ
病
院
の
救
急
室
を
受

診
し
検
査
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
ブ
ド
ウ
球
菌
に
よ
る
感
染
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
Ｘ
は
再
度
Ｙ
病
院
で
約
一
か
月
間
入
院
治
療

を
受
け
た
。

Ｘ
は
Ｙ
病
院
に
対
し
て
、
保
健
省
の
規
則
（regulation

）
は
感
染
を
防
止
す
る
た
め
に
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
の
留
置
期
間
を
四
八
時
間
と

し
、
そ
の
後
留
置
場
所
を
変
更
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
Ｙ
病
院
は
そ
れ
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
し
て
、
組
織
上
の
過
失
を
主
張

し
て
、
訴
訟
を
提
起
し
た
。
他
方
、
Ｙ
病
院
は
、
保
健
省
の
規
則
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
病
院
協
会
の“Infection C

ontrol 

in the H
ospital 

（1979

）”

は
時
代
遅
れ
の
も
の
で
あ
り
、
四
八
時
間
の
基
準
は“C

enters for D
isease C

ontrol ”

に
よ
っ
て
七
二
時
間

に
変
更
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
抗
弁
を
提
出
し
た
。

事
実
審
は
、
保
健
省
の
規
則
を
重
視
し
、
被
告
病
院
の
ル
ー
ル
で
は
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
は
七
二
時
間
で
交
換
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

保
健
省
の
規
則
に
反
し
て
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
を
取
り
除
か
な
か
っ
た
こ
と
は
「
当
然
違
法
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（negligence per se

）」
で

あ
り
、
病
院
の
注
意
義
務
違
反
を
構
成
す
る
と
し
た
が
、
因
果
関
係
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
、
と
し
て
、
指
示
評
決
を
言
い
渡
し
た
。
他

方
、
控
訴
審
は
、
保
健
省
の
規
則
の
文
言
は
、
四
八
時
間
ル
ー
ル
を
強
制
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
基
準
か
ら
の
逸
脱
は
「
当
然
違
法
ネ
グ
リ

ジ
ェ
ン
ス
」
を
構
成
し
な
い
、
と
し
て
原
審
の
判
断
を
覆
し
た
。

最
高
裁
判
所
は
原
審
の
判
断
を
支
持
し
た
う
え
で
、「
病
院
自
身
が
（
公
式
な
感
染
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
委
員
会
を
通
し
て
）、
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル

二
七
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
一
〇
）

の
交
換
に
関
す
る
標
準
以
下
の
ル
ー
ル
を
採
択
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
病
院
は
組
織
の
能
力
に
関
し
責
任
が
あ
る
。
病
院
の
ル
ー
ル
に
従
っ

た
看
護
師
を
と
が
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
病
院
が
そ
の
静
脈
カ
テ
ー
テ
ル
の
ル
ー
ル
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
、
あ
る

い
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
病
院
に
過
失
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
66
）

」
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
保
健
省
の
規
則

（regulation

）
は
、
四
八
時
間
の
ル
ー
ル
に
絶
対
的
に
従
う
こ
と
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、
七
二
時
間
と
い
う
ル
ー
ル
を
採
択
す
る
こ
と
を

禁
じ
て
い
な
い
。
カ
テ
ー
テ
ル
の
位
置
を
頻
繁
に
変
え
る
こ
と
が
感
染
に
対
す
る
危
険
を
増
大
さ
せ
る
可
能
性
も
あ
る
。
病
院
が
四
八
時

間
後
に
ヘ
パ
リ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
場
所
を
変
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
当
然
違
法
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
構
成
し
な
い

（
67
）

」
と
し
て
控
訴
審

の
判
断
を
支
持
し
、
再
審
理
を
命
じ
た
。

6
、
組
織
責
任
論
に
対
す
る
評
価

多
く
の
法
域
で
新
た
に
採
択
さ
れ
て
い
る
組
織
責
任
の
形
態
は
、D

arling

事
件
判
決
が
採
択
し
た
ⅲ
の
類
型
と
こ
れ
に
関
連
し
た
ⅳ

の
類
型
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
た
な
組
織
責
任
を
支
持
す
る
裁
判
所
や
学
説
は
そ
の
根
拠
を
、「
病
院
は
も
は
や
医
師
が
そ
の
仕
事
を
な

す
た
め
の
単
な
る
施
設
で
は
な
く
、
様
々
な
専
門
職
者
や
、
様
々
な
部
門
が
関
わ
り
合
っ
て
包
括
的
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
医
療

の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
」、
そ
し
て
、「
国
民
は
、
包
括
的
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
病
院
を
頼
っ
て
お
り
、
増
大
す
る
国
民
の
信
頼

が
、
組
織
責
任
を
課
す
主
要
な
理
由
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
新
た
な
組
織
責
任
論
の
発
展
が
、
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、T

hom
pson

事
件
で

反
対
意
見
述
べ
たF

laherty

裁
判
官
は
、
裁
判
所
が
誤
っ
た
経
済
政
策
の
創
出
を
導
く
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て

い
る
。「
こ
の
新
た
な
責
任
理
論
の
採
択
に
お
い
て
、
多
数
意
見
は
、
当
州
の
法
に
対
し
途
方
も
な
い
、
無
分
別
な
変
更
を
な
し
て
い
る
。

被
用
者
で
す
ら
な
い
人
物
の
行
為
に
対
し
、
病
院
に
財
政
的
責
任
を
置
く
と
い
う
変
更
は
、deep pocket

の
責
任
理
論
に
反
映
さ
れ
る
。

二
八
〇



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
一
一
）

同
時
に
、
病
院
費
用
は
、
驚
異
的
に
上
昇
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
既
に
国
民
に
と
っ
て
多
大
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
医
療
費
を
さ
ら
に
押

し
上
げ
る
。
上
級
者
責
任
の
よ
う
な
伝
統
的
責
任
理
論
が
、
不
法
行
為
に
対
す
る
組
織
の
責
任
を
確
認
す
る
の
に
適
切
で
あ
る

（
68
）

」。

7
、
小
括

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
病
院
は
、
物
的
・
人
的
体
制
の
瑕
疵
の
み
な
ら
ず
、
医
師
や
看
護
師
が
行
う
医
療
行
為
に
関

し
て
も
直
接
的
義
務
を
負
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
の
根
底
に
あ
る
の
が
「
組
織
責
任
の
法
理
」
で
あ
る
。
組
織
責
任
は
、

予
見
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性
を
前
提
と
し
た
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
、
雇
用
関
係
に
な
い
医
師
の
加
害
行
為
に
対
し
て
も
責
任
を
負

う
こ
と
、
使
用
者
の
義
務
と
被
用
者
が
患
者
に
対
し
て
負
う
義
務
は
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
概
念
的
に
は
日
本

の
安
全
配
慮
（
保
護
）
義
務
に
相
当
し
、
同
時
に
使
用
者
の
不
作
為
不
法
行
為
の
一
類
型
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
日
、
病
院
が
患
者
に
対
し
直
接
負
う
義
務
の
内
容
は
、
ⅰ
安
全
と
適
切
な
設
備
・
備
品
の
保
持
に
お
い
て
合
理
的
な
注
意
を
行
使
す

る
義
務
、
ⅱ
能
力
あ
る
医
師
を
選
択
し
、
保
持
す
る
義
務
、
ⅲ
患
者
の
ケ
ア
に
関
し
て
、
病
院
の
内
で
医
療
を
行
う
全
て
の
人
を
監
督
す

る
義
務
、
ⅳ
患
者
に
適
切
な
ケ
ア
を
保
障
す
る
た
め
の
適
切
な
ル
ー
ル
お
よ
び
手
続
を
案
出
し
、
採
択
し
、
執
行
す
る
義
務
、
の
四
つ
の

類
型
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
ⅲ
ⅳ
が
診
療
行
為
に
関
連
し
て
新
た
に
発
展
し
て
き
た
病
院
の
義
務
で
あ
る
。

病
院
の
組
織
責
任
を
問
う
た
め
に
は
、
損
害
が
生
じ
た
組
織
構
造
上
の
欠
陥
や
手
続
に
対
し
予
見
可
能
性
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
義
務

違
反
を
証
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
政
法
規
や
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
組
織
運
営
に
関
す
る
基
準
、
病
院
が
定
め
た
内
部
規
則
（
病
院
で
作
成

さ
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
含
む
）
等
が
、
そ
の
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
患
者
の
診
療
に
対
し
裁
量
権
を
有
す
る

医
師
の
業
務
に
違
法
に
干
渉
す
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
病
院
の
日
常
業
務
を
ス
ム
ー
ズ
に
稼
動
さ
せ
、

ま
た
患
者
に
対
す
る
適
切
な
ケ
ア
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
、
医
師
も
そ
の
活
用
に
同
意
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

（
69
）

。

二
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
一
二
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
組
織
責
任
の
法
理
の
発
展
に
よ
り
病
院
は
、
独
立
契
約
者
た
る
医
師
が
行
う
専
門
的
医
療
行
為
や
医
師
の
指
示
に

基
づ
い
て
医
療
行
為
を
行
う
看
護
師
ら
の
専
門
的
行
為
に
つ
い
て
も
、
患
者
に
対
し
そ
の
質
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
、
組
織
責
任
を
基
礎
づ
け
る
患
者
に
対
す
る
保
護
義
務
（
作
為
義
務
）
は
、
何
を
根
拠
に
生
じ
る

か
で
あ
る
が
、
組
織
責
任
を
採
択
す
る
裁
判
所
は
第
二
次
不
法
行
為
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
二
三
条
を
挙
げ
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
に

類
似
し
た
自
州
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る

（
70
）

。
第
二
次
不
法
行
為
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
二
三
条
は
つ
ぎ
の
よ

う
に
規
定
し
て
い
る
。

三
二
三
条
〔
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
引
受
け
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
行
為
〕

「
他
者
の
身
体
・
財
産
の
保
護
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
う
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
無
償
な
い
し
約
因
に
よ
っ
て
引
き
受
け
る
者
は
、
⒜
注

意
を
払
う
こ
と
の
慨
怠
が
損
害
に
対
す
る
危
険
を
増
大
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
、
⒝
他
者
が
そ
の
引
受
け
に
信
頼
を
お
い
た
た
め
に
損
害

を
蒙
っ
た
場
合
に
は
、
引
受
け
を
履
行
す
る
た
め
に
合
理
的
な
注
意
を
懈
怠
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
人
身
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
う

（
71
）

」。

そ
う
し
て
、
不
法
行
為
責
任
に
お
い
て
、
当
事
者
間
で
保
護
義
務
が
生
じ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ

う
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
考
慮
し
て
、
片
方
当
事
者
に
行
為
義
務
が
生
じ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
と
さ
れ
る

（
72
）

。

す
な
わ
ち
、
ⅰ　

当
事
者
の
関
係

（
73
）

、
ⅱ　

そ
の
行
為
者
の
行
為
の
有
用
性
、
ⅲ　

危
険
の
性
質
お
よ
び
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
予
見
可

能
性
、
ⅳ　

行
為
者
に
義
務
を
課
し
た
場
合
の
結
果
、
ⅳ　

提
唱
さ
れ
て
い
る
解
決
策
に
お
け
る
（in the proposed solution

）
社
会
全

体
の
利
益
で
あ
る
。

二
八
二



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
一
三
）

Ⅴ
．
検
討

以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
得
た
示
唆
を
も
と
に
、
日
本
法
の
下
で
の
、「
安
全
配
慮
（
保
護
）
義
務
」
す
な
わ
ち
「
病
院
の
組
織

責
任
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
最
初
に
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
安
全
配
慮
（
保
護
）
義
務
が
、
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
述
し
た
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
二
三
条
に
お
け
る
、「
約
因

（
74
）

」
に
よ
っ
て
引
き
受
け
る
場
合
と
は
「
明
示
の
契
約
（express 

contract

）」
の
場
合
で
あ
り
、「
無
償
」
に
よ
っ
て
引
き
受
け
る
場
合
と
は
、
約
因
が
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、「
黙
示
の
契
約
（im

plied 

contract （
75
）

）」
の
場
合
で
あ
る
。

明
示
の
契
約
と
は
、
口
頭
も
し
く
は
文
書
に
よ
る
当
事
者
間
の
明
確
な
意
思
表
示
と
合
意
に
よ
っ
て
生
じ
る
契
約
で
あ
り
、
黙
示
の
契

約
（im

plied contract

）
と
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
明
確
な
意
思
表
意
（
約
因
）
が
な
く
と
も
、
当
事
者
の
行
為
や
あ
る
状
況
か
ら
合
意

が
あ
っ
た
も
の
と
法
が
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
患
者
が
病
院
と
明
確
な
取
り
決
め
を
し
な
い
で
、
病
院
に
委
ね
て
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
場
合
に
は
、
契
約
の
本
質
的
要
素
た
る
約
因
を
欠
く
た
め
に
黙
示
の
契
約
を
し
た
こ
と
に
な
り
、
人
身
損
害
が
生
じ
て
も
不
法
行
為

に
基
づ
く
訴
え
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
裁
判
所
は
原
告
が
申
し
立
て
て
い
る
義
務
違
反
が
、
病
院
と
の
特
別
な
合
意
か
ら
生
じ
た
も
の

か
、
黙
示
の
契
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
か
、
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
訴
因
を
確
定
し
、
損
害
賠
償
額
を
算
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
黙
示
の
契
約
」
は
契
約
法
で
は
統
治
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
不
法
行
為
訴
訟
と
な
る
し
、
ま
た
病
院
が
患
者
に
対

し
て
負
う
義
務
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
義
務
で
は
な
く
、
当
事
者
間
の
関
係
を
前
提
に
法
が
創
出
し
た
義
務
で
あ
る
か
ら
、

二
八
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
一
四
）

契
約
に
お
け
る
よ
う
に
当
事
者
間
の
交
渉
に
よ
っ
て
義
務
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
例
え
ば
免
責
約
款
等
）。

他
方
、
日
本
法
の
下
で
は
、「
黙
示
の
契
約
」
も
契
約
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
が
、
安
全
配
慮
（
保
護
）
義
務
は
、
当
事
者
間
の

「
合
意
」
で
は
な
く
、
そ
の
「
関
係
」
に
よ
っ
て
「
信
義
則
上
」
生
じ
る
義
務
で
あ
る
。
最
高
裁
は
債
務
不
履
行
構
成
を
採
用
し
た
が
、

日
本
民
法
は
「
信
義
則
」
を
民
法
典
の
冒
頭
に
置
き
、
民
法
全
体
、
す
な
わ
ち
、
物
権
や
家
族
法
全
体
お
よ
び
債
権
債
務
関
係
が
生
じ
る

以
前
の
社
会
的
接
触
関
係
全
般
に
通
じ
る
一
般
原
則
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
債
務
不
履
行
構
成
、
不
法
行
為
構
成
の
い
ず

れ
で
あ
っ
て
も
、
義
務
者
に
対
し
作
為
義
務
を
観
念
し
得
る
場
合
に
は
、
そ
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
た

だ
し
、
請
求
権
の
問
題
は
残
る
）。

で
は
日
本
の
病
院
に
対
し
患
者
と
の
関
係
を
前
提
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
病
院
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
作
為
義
務
を
課
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
検
討
す
べ
き
は
現
行
の
行
政
規
制
で
あ
る
。

高
度
化
し
た
医
療
施
設
に
お
い
て
医
療
事
故
が
多
発
す
る
な
か
で
、
厚
生
労
働
省
の
医
療
安
全
対
策
会
議
は
、
平
成
一
四
年
に
医
療
安

全
対
策
を
医
療
政
策
の
最
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
と
位
置
づ
け
、
今
後
の
中
長
期
の
国
家
の
医
療
安
全
対
策
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
と
り
ま

と
め
た
報
告
書
で
あ
る
「
医
療
安
全
推
進
総
合
対
策
」
を
公
表
し
た
。
現
在
、
同
報
告
書
に
基
づ
い
て
様
々
な
医
療
安
全
対
策
が
実
施
さ

れ
て
い
る

（
76
）

。
ま
た
、
平
成
一
八
年
の
医
療
法
改
正
で
は
、
第
三
章
に
お
い
て
「
医
療
の
安
全
の
確
保
」
を
掲
げ
、
第
六
条
の
一
〇
に
お
い

て
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
管
理
者
に
対
し
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
指
針
の
策
定
、
従
業
者
に
対
す
る
研
修
の
実
施
、

そ
の
他
の
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
義
務
付
け
、
ま
た
第
六
条
の
九
に
お
い
て
、
国
、
都
道
府
県
、
市
や
特
別
区
に
対
し
、

医
療
の
安
全
の
確
保
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
努
力
義
務
を
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
医
療
法
施
行
規
則
は
特
定
機
能
病
院
に
対
し
、

安
全
管
理
お
よ
び
院
内
感
染
対
策
の
専
従
者
の
設
置
、
安
全
管
理
部
門
の
設
置
を
義
務
付
け
る
ほ
か
（
九
条
の
二
三
）、
各
医
療
施
設
に
対

二
八
四



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
一
五
）

し
、
輸
液
ラ
イ
ン
誤
接
続
防
止
の
基
準
や
、
医
薬
品
・
医
療
用
具
等
に
関
連
し
た
基
準
等
の
整
備
と
い
っ
た
多
く
の
こ
と
を
義
務
づ
け
て

い
る
。

こ
れ
ら
は
公
法
上
の
義
務
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
し
た
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に
、
個
別
の
患
者
に
対
す
る
義
務
違
反
と
ま
で
は
評
価
で

き
な
い
が
、
ま
さ
に
国
家
が
患
者
の
生
命
・
身
体
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
一
般
的
安
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
く
、
実
際
の
と
こ
ろ
病
院
は
厚
生
労
働
省
の
指
導
の
下
で
、
内
部
規
則
や
一
定
の
医
療
行
為
に
関
す
る
手
順

書
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
文
書
等
を
多
数
作
成
し
執
行
し
て
い
る
。
下
級
審
に
お
い
て
も
近
時
、
医
療
従
事
者
の
過
失

と
並
ん
で
医
療
施
設
の
組
織
編
成
上
の
義
務
違
反
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
病
院
自
身
の
責
任
を
問
う
た
め
の
証
拠
と
し
て
病
院
の
臨
床
部

門
が
作
成
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
病
棟
が
作
成
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
病
院
の
過
失
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
過
失
判
断
す
る
事
例
が
見
ら
れ
て
い
る
（
表
13
・
19
・
37
事
件
）。

こ
う
し
た
日
本
法
の
現
況
に
鑑
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
法
の
下
で
発
展
し
た
病
院
が
患
者
に
直
接
負
う
ⅲ
、
ⅳ
の
義
務
は
、
日
本
法
の
下

で
も
病
院
に
作
為
義
務
を
課
す
根
拠
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
、
患
者
の
安
全
が
害
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、

設
置
者
の
自
己
責
任
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

問
題
は
、
い
ず
れ
の
規
範
に
よ
っ
て
こ
れ
を
具
体
化
す
べ
き
か
で
あ
る
。
診
療
行
為
の
過
誤
に
関
し
て
は
、
病
院
の
組
織
上
の
過
失
と

被
用
者
の
専
門
的
過
失
が
競
合
し
た
場
合
が
前
提
と
な
る
か
ら
、
被
用
者
個
人
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
ず
被
用
者
個
人
た
る
履
行
補
助
者

の
負
担
す
る
義
務
が
病
院
の
債
務
内
容
の
一
部
ま
た
は
全
部
と
一
致
す
れ
ば
使
用
者
の
責
任
を
問
い
う
る
四
一
五
条
構
成
、
そ
し
て
、

「
人
的
・
物
的
な
環
境
に
起
因
し
な
い
侵
害
」
を
そ
の
適
用
範
囲
外
と
す
る
安
全
配
慮
義
務
構
成

（
77
）

は
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
除
外
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
七
一
五
条
構
成
か
、
七
〇
九
条
構
成
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
八
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
一
六
）

七
一
五
条
構
成
は
、
被
用
者
の
故
意
・
過
失
を
前
提
と
す
る
こ
と
か
ら
使
用
者
の
責
任
を
認
め
る
必
要
上
、
被
用
者
に
高
度
の
注
意
義

務
を
課
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
病
院
の
管
理
体
制
の
不
備
が
加
害
行
為
の
原
因
な
い
し
加
担
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、
使

用
者
に
も
独
立
し
た
責
任
が
認
め
ら
れ
る
の
に
、
加
害
被
用
者
に
責
任
を
収
斂
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
使
用
者
の
無
責
任
化
を
招

来
さ
せ
る
結
果
（
適
切
な
行
為
規
範
を
創
設
し
な
い
）
と
な
っ
て
、
正
し
い
解
決
と
は
思
え
な
い
。
他
方
七
〇
九
条
構
成
は
、
病
院
の
責
任

を
直
接
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
全
て
の
国
民
に
対
し
て
医
療
の
安
全
と
い
う
権
利
の
実
現
・
保
障
を
可
能
に
し
う
る
。

し
た
が
っ
て
、
病
院
が
一
つ
の
組
織
体
的
機
能
と
し
て
診
療
機
能
を
果
た
し
得
な
い
場
合
は
、
七
〇
九
条
に
よ
り
病
院
が
自
己
責
任
を

負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
医
療
過
誤
訴
訟
に
お
い
て
は
、
企
業
責
任
を
前
提
に
提
唱
さ
れ
た

七
〇
九
条
構
成
と
は
異
な
っ
た
理
論
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
に
対
す
る
私
見
を
示
し
、
結
び
に
か
え
た
い
。

Ⅵ
．
結
び
に
か
え
て

一
九
七
〇
年
代
に
神
田
孝
夫
教
授
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
七
〇
九
条
構
成
は
、
報
償
責
任
・
危
険
責
任
を
前
提
と
し
て
、
①
代
位
責
任

と
し
て
理
解
さ
れ
た
七
一
五
条
で
は
被
用
者
個
人
と
し
て
の
責
任
が
成
立
す
る
こ
と
、
②
行
為
者
た
る
被
用
者
を
特
定
し
そ
の
者
に
過
失

が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
の
は
被
害
者
に
と
っ
て
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
③
企
業
か
ら
被
用
者
に
対
す
る
求
償
が
問
題
と
な
る

た
め
企
業
へ
の
責
任
の
集
中
が
実
現
で
き
な
い
こ
と
の
三
つ
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

（
78
）

。
し
か
し
、
②
に
つ

い
て
い
え
ば
、
医
療
事
故
の
場
合
は
、
病
院
に
独
立
し
た
責
任
主
体
性
を
認
め
た
と
し
て
も
、
患
者
は
通
常
医
師
や
看
護
師
等
加
害
者
を

比
較
的
容
易
に
特
定
な
い
し
限
定
で
き
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
病
院
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
場
合
に
過
失
あ
る
被
用
者
が
共
に
共
同
被

告
と
し
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
病
院
で
発
生
し
た
医
療
事
故
を
理
由
と
す
る
従
来
の
損
害
賠
償
請
求
訴

二
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診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
一
七
）

訟
の
形
式
は
、
ま
ず
医
師
等
の
診
療
上
の
過
失
を
主
張
し
、
当
該
医
師
等
に
つ
い
て
は
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
責
任
を
問
う
の
と
同
時
に
、

そ
の
使
用
者
で
あ
る
病
院
（
開
設
者
）
に
対
し
て
七
一
五
条
の
責
任
の
適
用
を
主
張
し
、
両
者
の
不
真
正
連
帯
債
務
で
あ
る
と
し
て
損
害

賠
償
請
求
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
使
用
者
が
独
立
の
不
法
行
為
性
を
備
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
使
用
者
と
被
用
者
と
の
共
同
不

法
行
為
の
成
立
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
七
一
九
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
各
人
の
独
立
の
不
法
行
為
責
任
の
成
立
と
関
連

共
同
性
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
被
用
者
の
加
害
行
為
と
こ
れ
に
加
担
し
た
使
用
者
の
行
為
は
、
独
立
し
て
不
法
行
為
の
成
立
要
件
を
満
た

す
と
と
も
に
、
関
連
共
同
性
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
七
一
九
条
は
そ
の
効
果
と
し
て
、
共
同
不
法
行
為
責
任
が
成
立
す
る
と
、

共
同
行
為
者
は
全
員
で
そ
の
責
任
を
全
部
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
対
被
害
者
と
の
関
係
で
は
免
責
さ
れ
ず
、
内
部
関
係
に
お
い
て
も
負

担
部
分
が
措
定
さ
れ
こ
れ
を
超
え
た
賠
償
金
を
支
払
っ
た
場
合
の
み
、
他
の
共
同
不
法
行
為
者
に
超
過
部
分
の
求
償
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
順
次
あ
る
い
は
連
鎖
的
に
不
法
行
為
が
生
じ
た
場
合
で
、
損
害
に
対
す
る
寄
与
度
が
異
な
り
連
帯
責
任
を
課
す
に
は
酷

な
事
案
が
あ
る
。
ま
た
監
督
的
立
場
に
あ
る
医
師
と
看
護
師
と
い
っ
た
主
従
の
関
係
に
あ
る
職
種
や
、
個
人
で
責
任
保
険
を
か
け
て
い
る

職
種
と
そ
う
で
な
い
職
種
が
こ
の
ラ
イ
ン
に
加
わ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
に
病
院
を
責
任
主
体
と
し
て
加
え
た
場
合
に
、
果
た
し
て

七
一
九
条
に
よ
る
処
理
が
良
い
の
か
、
そ
れ
と
も
競
合
的
不
法
行
為
と
す
べ
き
な
の
か
、
事
故
を
類
型
化
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
適
切
な

処
理
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

ま
た
、
③
に
つ
い
て
い
え
ば
、
医
療
の
分
野
で
は
医
師
等
被
用
者
個
人
が
損
害
賠
償
責
任
を
か
け
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
く
、
求
償

の
制
限
が
必
要
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
病
院
の
自
己
責
任
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
従
来
被
用
者
が
病
院
に
代
わ
っ
て
負

担
し
て
い
た
責
任
が
減
少
し
均
衡
が
と
れ
た
状
態
と
な
る
と
も
い
え
る
が
、
他
方
で
個
人
は
病
院
の
自
己
責
任
の
陰
に
隠
れ
て
専
門
的
責

任
か
ら
逃
れ
か
ね
な
い
と
も
い
え
る
。
医
療
事
故
の
場
合
は
、
一
度
事
故
を
起
こ
せ
ば
法
益
性
の
高
い
患
者
の
身
体
・
生
命
を
害
す
る
こ

二
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
一
八
）

と
、
ま
た
医
療
事
故
被
害
者
は
真
相
解
明
や
再
発
防
止
と
い
っ
た
も
の
を
求
め
て
い
る
こ
と

（
79
）

、
さ
ら
に
国
家
が
患
者
の
生
命
・
身
体
を
保

護
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
一
般
的
安
全
措
置
を
積
極
的
に
講
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
わ
た
く
し
は
被
用
者
に
過
失
が
あ
る
場

合
は
、
求
償
は
制
限
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
医
療
過
誤
訴
訟
で
は
、
今
後
の
医
療
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
、
外
部
で

被
害
者
に
対
す
る
補
償
を
確
実
に
し
つ
つ
内
部
関
係
に
お
い
て
、
求
償
に
よ
っ
て
制
裁
を
図
り
、
事
故
を
抑
止
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
の
法
状
況
を
参
考
に
、
医
療
施
設
の
組
織
責
任
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
診
療
の
領
域
に
お
け
る
組

織
責
任
の
成
立
の
可
能
性
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
因
果
関
係
の
問
題
や
契
約
法
理
に
基
づ
く
安
全
配
慮
義
務
と
不
法
行
為
法
理
に

基
づ
く
不
作
為
不
法
行
為
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

二
八
八



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
一
九
）

事
故

類
型

N
O

裁
判

所
・

判
決

年
月

日
・

出
典

被
告

事
案

・
原

告
の

主
張

等
判

決

管
理

上
の

過
失

1
横

浜
地

判
昭

和
58年

5
月

20日
判

タ
506号

167頁
医

療
法

人
ナ

ー
ス

コ
ー

ル
ブ

ザ
ー

の
説

明
や

設
置

に
問

題
が

あ
っ

た
事

例
709

2
東

京
地

判
平

成
14年

1
月

31日
判

時
1790号

119
頁

（
一

審
）、

東
京

高
判

平
成

21年
4
月

28日
判

時
2086号

25頁
（

控
訴

審
）

県
厚

生
農

業
協

同
組

合
連

合
会

母
親

が
持

参
し

、
同

病
院

の
看

護
婦

が
与

え
た

コ
ッ

プ
用

の
玩

具
で

遊
ん

で
い

た
と

こ
ろ

、
窒

息
し

た
事

例
415

3
千

葉
地

判
平

成
23年

10月
14日

裁
判

所
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
（

平
成

21年
ワ

1651号
）

医
療

法
人

院
長

が
患

者
の

入
浴

に
つ

い
て

、
入

浴
に

関
す

る
看

護
基

準
を

設
定

・
指

示
し

、
病

院
内

の
安

全
管

理
態

勢
を

確
保

す
べ

き
義

務
が

あ
っ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
こ

れ
を

怠
っ

た
と

し
て

争
わ

れ
た

事
案

715

4
東

京
地

判
平

成
10年

3
月

23日
判

時
1657号

72頁
（

一
審

）、
東

京
高

判
平

成
13年

10月
17日

東
京

高
等

裁
判

所
判

決
時

報
52巻

1
～

12号
16頁

（
控

訴
審

）
大

学
法

人
死

因
と

し
て

う
つ

ぶ
せ

寝
に

よ
る

窒
息

か
、

未
然

型
乳

幼
児

突
然

死
症

候
群

（
Ｓ

Ｉ
Ｄ

Ｓ
）

か
が

争
わ

れ
た

事
案

715

5
広

島
高

判
松

江
支

判
平

成
24年

5
月

16日
（

Ｔ
Ｋ

Ｃ
文

献
番

号
25481766）

国
立

大
学

法
人

パ
ル

ス
オ

キ
シ

メ
ー

タ
の

警
報

音
を

聞
き

漏
ら

し
た

過
失

、
保

守
点

検
等

病
院

の
医

療
体

制
等

に
お

け
る

過
失

が
争

わ
れ

た
事

例
715

6
東

京
地

裁
平

成
17年

11月
22日

判
時

1935号
76頁

（
一

審
）、

東
京

高
判

平
成

21年
4
月

28日
判

時
2086

号
25頁

（
控

訴
審

）
地

方
公

共
団

体
ア

ラ
ー

ム
が

直
ち

に
聞

こ
え

る
よ

う
な

ナ
ー

ス
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
を

設
置

す
る

措
置

を
採

っ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
が

争
わ

れ
た

事
例

715（
一

審
）、

取
消

、
棄

却
（

控
訴

審
）

7
神

戸
地

判
平

成
23年

9
月

27日
判

タ
1373号

209頁
医

療
法

人
心

拍
数

モ
ニ

タ
ー

に
係

る
ア

ラ
ー

ム
に

気
付

か
な

か
っ

た
看

護
師

に
過

失
が

あ
っ

た
と

さ
れ

た
事

例
715

8
名

古
屋

地
判

平
成

21年
6
月

24日
判

時
2069号

84
頁

、
判

タ
1320号

211頁
医

療
法

人
ス

ピ
ー

カ
ー

か
ら

き
こ

え
る

胎
児

心
音

の
異

常
に

気
付

く
の

が
遅

れ
た

看
護

師
の

過
失

が
認

め
ら

れ
た

事
例

715

9
東

京
高

判
平

成
11年

9
月

16日
判

タ
1038号

238頁
医

療
法

人
両

下
肢

大
腿

切
断

を
し

た
長

期
入

院
患

者
が

ベ
ッ

ド
か

ら
転

落
し

た
こ

と
に

よ
っ

て
死

亡
し

た
事

故
415

10
東

京
地

判
平

成
14年

6
月

28日
判

タ
1139号

148頁
大

学
法

人
リ

ハ
ビ

リ
中

に
転

倒
し

て
頭

部
を

打
撲

し
、

患
者

が
死

亡
し

た
事

例
415

二
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
二
〇
）

医
師

の
診

療
行

為
11

大
分

地
裁

平
成

24年
11月

1
日

裁
判

所
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
（

平
成

23年
ワ

第
899号

）
地

方
公

共
団

体

①
能

書
に

記
載

さ
れ

た
注

意
事

項
に

従
う

よ
う

な
体

制
を

構
築

し
な

か
っ

た
注

意
義

務
違

反
、

②
能

書
に

記
載

さ
れ

た
注

意
事

項
に

従
う

よ
う

に
適

切
に

指
導

・
監

督
し

な
か

っ
た

注
意

義
務

違
反

、
③

医
療

過
誤

の
発

生
を

予
防

で
き

る
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
な

か
っ

た
注

意
義

務
違

反
を

主
張

し
た

事
例

請
求

棄
却

医
師

の
共

同
診

療
12

東
京

地
判

平
成

16年
3
月

24日
判

時
1879号

96頁
（

一
審

）、
東

京
高

判
平

成
17年

1
月

27日
、

平
成

16年
ネ

第
2477号

（
控

訴
審

）

学
校

法
人

ほ
か

医
師

4
名

抗
が

ん
剤

の
過

剰
投

与
に

よ
る

患
者

の
死

亡

医
師

4
名

は
7
0
9
、

設
置

者
は

715

13
東

京
地

判
平

成
22年

9
月

27日
判

タ
1377号

151頁
学

校
法

人
、

病
院

長
ほ

か
医

師
3名

医
局

で
作

成
さ

れ
た

Ｃ
Ｖ

カ
テ

ー
テ

ル
マ

ニ
ュ

ア
ル

が
問

題
と

な
っ

た
事

例
請

求
棄

却

看
護

師
の

共
同

14
京

都
地

判
平

成
18年

11月
1
日

裁
判

所
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
（

平
成

13年
ワ

2820号
）

国
立

大
学

法
人

、
看

護
師

5
名

、
管

理
者

2
名

、
医

師
2
名

滅
菌

精
製

水
と

エ
タ

ノ
ー

ル
を

取
り

違
え

た
事

例

看
護

師
5
名

は
719Ⅰ

、
設

置
者

は
715

15
東

京
地

裁
平

成
16年

1
月

30日
判

タ
1194号

243頁
地

方
公

共
団

体
、

病
院

長
、

医
師

2名
点

滴
薬

剤
の

取
り

違
え

、
看

護
師

に
よ

る
誤

注
射

715

医
師

と
他

の
専

門
職

者
の

共
同

16
【

刑
事

】
横

浜
市

立
代

患
者

取
り

違
え

事
件

（
民

事
訴

訟
な

し
）

最
判

刑
集

61巻
2
号

149頁

看
護

師
2
名

、
医

師
5
名

手
術

に
お

け
る

患
者

の
取

り
違

え
医

師
、

看
護

師
全

員
罰

金
刑

17
東

京
地

判
平

成
23年

2
月

10日
判

タ
1344号

90頁
共

済
組

合
連

合
会

、
担

当
医

ほ
か

医
師

2
名

、
薬

剤
師

3名
薬

剤
の

過
剰

投
与

に
よ

る
患

者
の

死
亡

719Ⅰ
前

段
、

715

18
京

都
地

判
平

成
17年

7
月

12日
判

時
1907号

112頁
医

療
法

人
、

医
師

、
准

看
護

師
准

看
護

師
に

よ
る

誤
注

射
709,715

二
九
〇



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
二
一
）

19
新

潟
地

判
平

成
15年

12月
26日

裁
判

所
ウ

エ
ブ

サ
イ

ト
（

平
成

12年
ワ

384号
）

地
方

公
共

団
体

腹
部

造
影

検
査

後
の

止
血

処
置

の
過

誤
715

20
福

島
地

判
平

成
20年

5
月

20日
判

時
2019号

69頁
、

判
タ

1289号
211頁

公
立

大
学

法
人

緊
急

帝
王

切
開

後
の

新
生

児
仮

死
715

21
大

阪
地

判
平

成
11年

3
月

8
日

判
タ

1034号
222頁

教
団

病
院

、
病

院
管

理
者

、
主

治
医

、
看

護
師

麻
酔

薬
に

よ
る

シ
ョ

ッ
ク

死
709,715

22
青

森
地

判
平

成
6
年

12月
20日

判
時

1552号
107頁

地
方

公
共

団
体

ネ
オ

ペ
ル

カ
ミ

ン
剤

の
脊

椎
麻

酔
が

か
け

ら
れ

た
と

こ
ろ

、
右

患
者

が
手

術
中

に
呼

吸
停

止
及

び
心

停
止

を
来

し
死

亡
し

た
事

故
715

23
大

阪
地

判
平

成
23年

7
月

25日
判

例
タ

イ
ム

ズ
1354

号
192頁

財
団

法
人

出
産

後
に

羊
水

塞
栓

症
を

原
因

と
す

る
Ｄ

Ｉ
Ｃ

に
陥

り
、

転
送

先
で

患
者

が
死

亡
。

715

24
東

京
高

判
昭

和
58年

10月
27日

判
時

1093号
83頁

、
判

タ
516号

143頁
国

、
当

直
医

常
位

胎
盤

早
期

剥
離

に
よ

る
胎

児
の

死
亡

事
故

715

25
名

古
屋

地
判

平
成

19年
1
月

31日
判

時
1992号

101
頁

、
判

タ
1277号

386頁
医

療
法

人
頸

椎
骨

切
除

手
術

を
受

け
た

患
者

の
死

亡
715,415

26
仙

台
地

判
平

成
13年

4
月

26日
判

時
1773号

113
頁

、
判

タ
1181号

307頁
地

方
公

共
団

体
骨

折
し

た
小

学
生

に
フ

ォ
ル

ク
マ

ン
拘

縮
が

生
じ

、
後

遺
障

害
が

残
っ

た
事

案
715,415

27
富

山
地

判
平

13年
2
月

28日
判

時
1761号

107頁

県
厚

生
農

業
協

同
組

合
連

合
会

、
外

来
で

診
療

に
あ

た
っ

た
医

師

患
者

の
死

亡
は

医
師

や
看

護
婦

ら
が

適
切

な
処

置
を

怠
っ

た
結

果
で

あ
る

と
し

て
、

担
当

医
と

法
人

が
訴

え
ら

れ
た

事
例

709,715

28
大

阪
地

判
平

成
11年

2
月

25日
判

タ
1038号

242頁
医

療
法

人
、

院
長

兼
主

治
医

腸
閉

塞
の

手
術

を
受

け
た

患
者

が
術

後
縫

合
不

全
に

よ
る

腹
膜

炎
を

併
発

し
、

死
亡

し
た

事
案

415

29
大

阪
地

判
平

成
16年

1
月

21日
判

時
1907号

85頁
、

判
タ

1174号
264頁

医
療

法
人

、
地

方
公

共
団

体
気

道
確

保
の

処
置

を
受

け
た

際
、

呼
吸

停
止

及
び

心
停

止
と

な
り

、
い

わ
ゆ

る
植

物
状

態
に

陥
っ

た
事

案
719

30
前

橋
地

判
平

成
22年

4
月

30日
判

時
2083号

122頁
医

師
会

Ａ
鎖

骨
骨

折
、

肋
骨

骨
折

等
の

傷
害

を
負

い
、

翌
朝

窒
息

死
し

た
事

例
715,415

二
九
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
二
二
）

31
松

山
地

判
平

成
24年

6
月

26日
判

例
集

未
登

載
（

平
成

18年
ワ

第
419号

）
医

療
法

人
医

師
が

患
者

の
症

状
の

変
化

に
速

や
か

に
適

応
で

き
る

連
携

態
勢

を
適

切
に

構
築

で
き

な
か

っ
た

と
さ

れ
た

事
例

415

32
神

戸
地

姫
路

支
判

平
成

14年
2
月

25日
裁

判
所

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

（
平

成
9
年

ワ
第

684号
）

病
院

事
務

組
合

原
告

が
、

ガ
ス

壊
疽

を
発

症
し

、
左

足
の

膝
関

節
下

切
断

を
余

儀
な

く
さ

れ
た

事
例

715,415

院
内

感
染

33
熊

本
地

判
平

成
17年

3
月

24日
判

タ
1285号

240頁
国

立
大

学
法

人
地

方
公

共
団

体
Ｍ

Ｒ
Ｓ

Ａ
敗

血
症

に
よ

る
死

亡
。

感
染

対
策

予
防

措
置

の
不

充
分

715,415

自
殺

34
東

京
地

判
平

成
21年

9
月

15日
判

タ
1328号

196頁
国

立
大

学
法

人
患

者
が

病
室

か
ら

失
踪

し
、

敷
地

内
に

併
設

さ
れ

た
看

護
師

宿
舎

の
屋

上
か

ら
転

落
し

て
死

亡
し

た
事

例
請

求
棄

却

35
名

古
屋

地
判

平
成

19年
4
月

25日
判

時
1994号

80
頁

、
判

タ
1269号

246頁
医

療
法

人
自

殺
未

遂
に

気
づ

い
た

看
護

師
が

他
の

看
護

師
の

応
援

を
要

請
す

る
た

め
に

病
室

を
離

れ
た

間
に

、
患

者
が

自
殺

を
し

た
事

案
請

求
棄

却

36
東

京
高

判
平

成
13年

7
月

19日
判

時
1777号

51頁
、

判
タ

1107号
266頁

医
療

法
人

患
者

が
自

殺
し

た
の

は
、

以
前

通
院

し
て

い
た

病
院

の
担

当
医

師
が

診
断

を
誤

り
、

必
要

な
治

療
、

措
置

を
と

ら
な

か
っ

た
た

め
で

あ
る

と
し

て
訴

え
た

事
例

415

精
神

科
37

福
岡

高
判

平
成

3
年

3
月

5
日

判
時

1387号
72頁

医
療

法
人

加
害

患
者

が
無

断
外

出
し

果
物

ナ
イ

フ
を

買
っ

て
持

ち
帰

り
、

程
な

く
し

て
被

害
患

者
が

殺
害

さ
れ

た
事

案
415,709

38
大

津
地

判
平

成
12年

10月
16日

判
タ

1107号
277頁

医
療

法
人

精
神

分
裂

病
を

発
症

し
て

同
室

に
入

院
し

て
い

た
患

者
が

暴
行

を
加

え
、

甲
を

死
亡

さ
せ

た
こ

と
に

関
し

、
病

院
に

対
し

損
害

賠
償

を
求

め
た

事
案

415

39
福

岡
地

小
倉

支
判

平
成

11年
11月

2
日

判
タ

1069
号

232頁
医

療
法

人
患

者
が

首
を

つ
り

自
殺

し
た

た
め

、
昼

夜
病

室
を

巡
回

す
る

な
ど

の
自

殺
防

止
措

置
を

と
る

こ
と

を
怠

っ
た

等
主

張
し

て
争

っ
た

事
案

415

40
大

阪
地

判
平

成
10年

3
月

20日
判

タ
984号

208頁
医

療
法

人
精

神
病

院
に

入
院

し
た

患
者

が
同

室
者

の
暴

行
を

受
け

て
、

内
科

を
専

門
と

す
る

他
院

に
救

急
搬

送
さ

れ
た

が
、

Ｍ
Ｒ

Ｓ
Ａ

感
染

に
よ

り
死

亡
し

た
事

例
。

415,709

二
九
二



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
二
三
）

（
1
） 

医
療
安
全
総
合
対
策
会
議
「
医
療
安
全
推
進
総
合
対
策
│
医
療
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
」
三
頁
（
二
〇
〇
四
年
四
月
一
七
日
）。

（
2
） 

後
掲
注（
3
）、
注（
5
）に
掲
げ
た
文
献
の
ほ
か
、
潮
見
佳
男
「
責
任
要
件
と
し
て
の
「
加
害
者
の
過
失
」
の
現
代
的
変
容
」
私
法
五
五
号
一
七

頁
（
一
九
九
三
年
）、
橋
口
賢
一
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
診
療
過
誤
と
組
織
過
失
論
」
同
志
社
法
学
五
四
巻
五
号
一
二
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
三
年
）
が

あ
る
。

（
3
） 

唄
孝
一
「
現
代
医
療
に
お
け
る
事
故
と
過
誤
訴
訟
」
唄
孝
一
・
有
泉
享
編
『
現
代
損
害
賠
償
講
座
四
・
医
療
事
故
・
製
造
物
責
任
』（
日
本
評

論
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
4
） 

後
掲
注（
5
）に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
） 

唄
教
授
は
、
病
院
管
理
に
関
す
る
ミ
ス
を
問
題
と
す
る
下
級
審
判
決
を
参
照
さ
れ
た
う
え
で
、「
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
い
ま
だ
民
法
七
一
五
条
の

構
成
に
お
お
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
社
会
的
、
実
質
的
に
は
病
院
自
体
の
有
責
性
そ
の
も
の
が
問
責
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
判
文
上
に
も
感

じ
さ
せ
る
事
例
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
遅
か
れ
早
か
れ
、
七
一
五
条
と
い
う
構
成
に
満
足
し
え
ず
七
〇
九
条
の
内
包
を
拡
大
し
て
そ
こ
に
は
組
織

体
自
体
の
不
法
行
為
責
任
を
は
ら
ま
し
め
る
に
至
る
こ
と
は
、
も
は
や
当
然
の
な
り
ゆ
き
」
と
さ
れ
た
。
唄
・
前
掲
注（
3
）二
五
頁
。
同
様
の
見
解

を
と
る
も
の
と
し
て
、
林
良
平
ほ
か
「
医
療
行
為
と
は
何
か
│
組
織
医
療
を
含
め
て
」
ジ
ュ
リ
六
一
九
号
五
三
頁
〔
錦
織
成
史
〕（
一
九
七
六
年
）、

金
川
琢
磨
「
医
療
事
故
に
お
け
る
病
院
の
自
己
責
任
」
法
社
会
学
三
一
巻
一
四
一
頁
（
一
九
七
九
年
）、
荕
立
明
・
中
井
義
雄
編
『
医
療
過
誤
法
』

一
七
三
頁
以
下
〔
川
村
フ
ク
子
〕（
青
林
書
院
、
一
九
九
四
年
）、
大
野
真
義
編
『
現
代
医
療
と
医
師
法
制
』
八
〇
頁
以
下
〔
野
田
寛
〕（
世
界
思
想

社
、
一
九
九
五
年
）、
國
井
和
郎
「
使
用
者
責
任
と
そ
の
周
辺
問
題
│
他
人
を
使
用
す
る
者
へ
の
帰
責
を
め
ぐ
る
法
的
構
成
」
法
律
時
報
四
八
巻

一
二
号
四
四
頁
（
一
九
七
六
年
）
等
が
あ
る
。

（
6
） 

七
〇
九
条
の
下
で
処
理
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
横
浜
地
判
昭
和
五
八
・
五
・
二
〇
判
タ
五
〇
六
号
一
六
七
頁
（
表
1
事
件
）
が
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
は
み
あ
た
ら
な
い
。

（
7
） 

西
口
元
、
島
田
佳
子
「
医
師
の
制
度
疲
労
責
任
│
個
人
責
任
か
ら
組
織
責
任
へ
」
判
タ
一
一
三
三
号
一
四
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
8
） 

例
え
ば
、
大
津
地
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
一
六
日
判
タ
二
〇
七
号
二
七
七
頁
（
表
38
事
件
）
が
あ
る
。
精
神
科
の
領
域
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、

手
嶋
豊
「
判
批
」
判
時
一
四
〇
九
号
一
五
五
頁
（
一
九
九
二
年
）、
長
谷
川
義
仁
「
判
批
」
別
ジ
ュ
リ
二
一
九
号
二
一
六
頁
（
二
〇
一
四
年
）
を
参

二
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
二
四
）

照
さ
れ
た
い
。

（
9
） 

東
京
地
判
平
成
一
四
年
一
月
三
一
日
判
時
一
七
九
〇
号
一
一
九
頁
（
表
2
事
件
）。

（
10
） 
例
え
ば
、
東
京
高
判
平
成
一
一
年
九
月
一
六
日
判
タ
一
〇
三
八
号
二
三
八
頁
（
表
9
事
件
）。

（
11
） 
高
橋
眞
『
続
・
安
全
配
慮
義
務
の
研
究
』
一
〇
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅴ
契
約
法
（
第
三
版
）』
三
四
二
頁

（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
等
。

（
12
） 

平
野
裕
之
「
安
全
配
慮
義
務
の
観
念
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
方
向
に
進
む
べ
き
か
」
椿
寿
夫
編
『
講
座　

現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望
二
・
債

権
総
論
㈡
』
三
三
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
一
年
）、
新
見
育
文
「『
安
全
配
慮
義
務
』
の
存
在
意
義
」
ジ
ュ
リ
八
二
三
号
九
九
頁
以
下

（
一
九
八
四
年
）、
同
「『
安
全
配
慮
義
務
の
存
在
意
義
』
再
論
」
法
律
論
叢
六
〇
巻
四
・
五
合
併
号
六
〇
八
頁
以
下
（
一
九
九
一
年
）。

（
13
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
医
療
従
事
者
が
ひ
と
た
び
事
故
を
起
こ
せ
ば
人
命
を
危
険
に
曝
す
お
そ
れ
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
し
て
、
医
師
に

対
し
て
極
め
て
高
度
の
注
意
義
務
を
課
し
た
東
大
輸
血
梅
毒
事
件
（
最
判
昭
和
三
六
年
二
月
一
六
日
民
集
一
五
巻
二
号
二
四
四
頁
）
が
前
提
と
な
っ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
14
） 

平
井
宣
雄
『
債
権
各
論
Ⅱ
不
法
行
為
』
七
一
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
）。

（
15
） 

赤
瀬
朋
秀
ほ
か
八
名
「
平
成
一
七
年
度
学
術
委
員
会
第
五
小
委
員
会
報
告
・
病
院
組
織
に
お
け
る
薬
剤
部
門
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
調
査
研

究
」
一
一
〇
八
頁
（
二
〇
〇
七
年
）。

（
16
） 

落
合
誠
一
「
補
助
者
の
行
為
に
よ
る
運
送
人
の
責
任
（
二
）」
法
学
協
会
雑
誌
九
五
巻
一
号
一
三
頁
（
一
九
七
九
年
）。

（
17
） L

ynn D
. L

isk, A
 P

hysician’s R
espondeat S

uperior L
iability F

or the N
egligent A

cts of O
ther M

edical P
rofessionals- 

W
hen the C

aptain G
oes D

ow
n W

ithout the S
hip, 13 U

A
L
R
 L

. J. 183, 184 

（1991

）.

（
18
） M
illiron v. F

rancke, 243 M
ont.200, 793 P

2d 824

（M
ont.1990

）
事
件
の
裁
判
所
は
、「
こ
の
一
般
原
則
は
、
医
師
の
知
識
や
サ
ー
ビ
ス

は
非
常
に
専
門
的
で
あ
り
、
医
師
は
素
人
に
よ
っ
て
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
、
と
い
う
裁
判
所
の
確
信
を
反
映
し
て
い
る
」
と
述
べ

る
が
、
医
師
が
独
立
契
約
者
と
さ
れ
る
最
大
の
理
由
は
、
病
院
が
行
使
で
き
る
「
支
配
の
不
足
」
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
。

（
19
） 

借
用
さ
れ
た
使
用
人
法
理
と
は
、
そ
の
状
況
を
支
配
し
、
そ
の
仕
事
を
委
任
し
て
い
る
者
に
責
任
を
課
す
法
理
で
あ
り
、
特
別
な
使
用
者
の
支

二
九
四



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
二
五
）

配
が
及
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
権
限
が
あ
る
場
合
に
だ
け
、
一
時
的
に
特
別
な
使
用
者
に
対
し
、
通
常
の
使
用
者
の
責
任
を
移
転
す
る
も
の
で
あ
る
。

組
織
責
任
の
発
展
に
よ
り
病
院
に
お
け
る
「
借
用
さ
れ
た
使
用
人
法
理
」
は
衰
退
し
て
い
る
た
め
本
稿
で
は
論
じ
な
い
が
、
本
法
理
は
、
し
ば
し
ば

医
師
の
指
示
に
基
づ
い
て
医
療
行
為
を
行
う
看
護
師
に
適
用
さ
れ
て
き
た
。
本
法
理
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
医
師
が
特
別
な
使
用
者
と
し
て
看

護
師
の
過
失
に
対
し
て
使
用
者
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
日
本
法
に
お
い
て
も
、
看
護
師
が
過
誤
を
侵
し
た
場
合
、
医
師
の
指
示
監
督

責
任
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
よ
う
に
問
題
と
な
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
詳
細
は
、
峯
川
浩
子
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
看
護
婦
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ

ン
ス
責
任
（
一
）」
立
教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
第
二
二
号
八
七
頁
以
下
（
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
20
） 

合
衆
国
の
病
院
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、S

ee R
A
N
D
 R

O
S
E
N
B
L
A
T
T
 E

T
 A

L
., L

A
W

 A
N
D
 T

H
E
 A

M
E
R
IC

A
N
 H

E
A
L
T
H
 

C
A
R
E
 S

Y
S
T
E
M

 

（1997
）
が
詳
し
い
。

（
21
） T

hom
pson v. N

ason H
osp., 527 P

a.330, 591 A
.2d 703, 707 

（P
a.1991

）.

（
22
） D

arling v. C
harleston C

om
m
unity H

ospital, 311 Ill. 2d 326, 211 N
.E

.2d 253 

（Ill. 1965

）.

（
23
） G

regory K
eating, T

ort: R
aw

lsian F
airness and R

egim
e C

hoice in the L
aw

 of A
ccidents, 72 F

ordham
 L

.R
ev. 1857, 1886 

（2004

）.

（
24
） L

ori A
ndrew

s, S
ym

posium
 S

tarting the M
edical m

alpractice S
ystem

: A
rticle: S

tudying M
edical E

rror in S
itu: 

Im
plications for M

alpractice L
aw

 and P
olicy, 54 D

eP
 aul L

. R
ev. 357, 383 

（2005

）.

（
25
） W

illiam
 S

age, E
nterprise L

iability and the E
m
erging M

anaged H
ealth C

are S
ystem

, 60 L
aw

 and C
ontem

porary P
roblem

s 

159, 162-69 

（1997

）.

（
26
） S

ee, e.g., A
ndrew

s, supra note 24, at 387; C
lark H

avighurst, M
aking H

ealth P
lans A

ccountable for the Q
uality of C

are, 31 

G
aL

.R
ev. 587, 605-06 

（1997

）: M
ark H

all, Institutional C
ontrol of P

hysicians B
ehavior: L

egal B
arriers to H

ealth C
are C

ost 

C
ontaintm

ent, 137 U
.P

a.L
.R

ev. 431 

（1988

）.

（
27
） P

aul W
einer, T

he C
ase for N

o-F
ault M

edical L
iability, 52 M

b.L
.R

ev. 908 

（1993

）.

（
28
） S

ee, e.g., D
aniel S

hum
an, T

he S
tandard of C

are in M
edical M

alpractice C
laim

s, C
linical P

ractice G
uidelines, and 

M
anaged C

are: T
ow

ards a T
herapeutic H

arm
ony?, 34 C

alifornia W
estern L

aw
 R

ev. 525, 572 

（1988

）; G
ary S

chw
arz, C

orporate 

二
九
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
二
六
）

T
ort L

iability S
ym

posium
: A

rticle: T
he H

iden and F
undm

ental Issues of E
m
ployer V

icarious L
iability, 69 S

.C
al.L

.R
ev. 1739, 

1748-49 

（1996

）; R
andall B

ovbjerg, M
edical M

alpractice on T
rial: Q

uality of C
are is the Im

portant S
tandard, 49 L

aw
 &

 

C
ontem

p. P
robs. 321, 325 

（1986

）.

（
29
） S

ee supra note 22 D
arling 311 Ill. 2d 326, 211 N

.E
.2d 253 

（Ill. 1965

）.

（
30
） 

Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
と
は
、
患
者
の
ケ
ア
を
包
括
的
に
改
善
し
、
病
院
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
低
の
水
準
を
創
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
内
科
医
学
会
・
ア
メ
リ
カ
外
科
学
会
・
ア
メ
リ
カ
歯
科
医
師
会
・
ア
メ
リ
カ
病
院
協
会
・
ア
メ
リ
カ
医
師
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
シ
カ
ゴ
に

本
拠
地
を
持
つ
私
営
の
非
利
益
団
体
で
あ
る
。
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
認
定
を
受
け
る
病
院
の
た
め
に
、
認
可
基
準
を
公
表
し
て
い
る
が
、

こ
の
病
院
認
可
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
実
際
上
全
米
に
お
け
る
病
院
運
営
の
一
般
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
公
益
財
団
法
人
「
日

本
医
療
機
能
評
価
機
構
」
は
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
を
モ
デ
ル
と
し
て
創
設
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
31
） D

arling, 211 N
.E

. 2d, at 256.

（
32
） Id at 257-58.

（
33
） 

当
然
違
法
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、
あ
る
制
定
法
へ
の
違
反
が
、
あ
る
事
情
の
下
で
は
、
当
然
過
失
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
制
定
法
へ
の
違
反

は
、
全
て
不
法
行
為
上
の
過
失
を
導
く
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
る
者
が
そ
の
制
定
法
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
範
囲
に
あ
り
、
被
っ
た
損
害
が
立

法
者
が
防
止
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
然
違
法
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
主
張
を
台
頭
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

当
然
違
法
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
す
る
邦
語
の
説
明
と
し
て
、
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
不
法
行
為
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
三
頁
以
下

が
あ
る
。

（
34
） S

ee, e.g., S
trubhart v. P

erry M
em

orial H
ospital T

rust A
uth., 903 P

. 2d 263 

（O
k. 1995

）; P
edroza v. B

ryant, 101 W
ash, 2d 

226, P
. 2d 166 

（W
ash. 1984

）; A
rthur S

outh w
ick, H

ospital L
iability; T

w
o T

heorie H
ave B

een M
erged, 4 Journal of L

eagal 

M
edicine 1, 18-23 

（1983

）.

（
35
） T

hom
pson v. N

ason H
osp., 527 P

a.330, 591 A
.2d 703 

（P
a.1991

）.

（
36
） M

artin M
cW

illiam
s &

 H
am

ilton R
ussell, H

ospital L
iability for T

orts of Independent C
ontractor physicians, 47 S

.C
.L

.R
ev. 

二
九
六



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
二
七
）

431, 468-69 

（1996

）.
（
37
） 

擬
制
認
識
と
は
、
現
実
に
認
識
し
て
い
な
く
と
も
、
合
理
的
な
注
意
を
払
え
ば
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
実
に
つ
い
て
、
認
識
（know

ledge

）

が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
田
中
英
夫
『
英
米
法
辞
典
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
一
八
九
頁
よ
り
引
用
。

（
38
） 
歴
史
的
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
は
、
あ
る
者
の
行
為
と
損
害
と
の
事
実
的
因
果
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
テ
ス

ト
を
用
い
て
き
た
。
一
つ
は
、「
あ
れ
な
け
れ
ば
こ
れ
な
し
テ
ス
ト
（“but for” test

）」
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
「
実
質
的
要
因
テ
ス
ト

（“substantial factor” test

）」
で
あ
る
。「“but for”

テ
ス
ト
」
は
二
つ
以
上
の
原
因
が
競
合
し
て
一
つ
の
侵
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
や
、
い
ず

れ
か
一
つ
の
原
因
だ
け
で
も
同
一
の
侵
害
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
は
不
合
理
な
結
果
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し

た
状
況
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
者
は
、
自
分
自
身
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
侵
害
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
医
療
過
誤
訴
訟
で
は
、
先
在
す
る
患
者
の
状
態
も
含
め
て
、
実
質
的
要
因
テ
ス
ト
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

「
実
質
的
要
因
テ
ス
ト
」
の
下
で
は
、
複
数
の
加
害
行
為
が
競
合
す
る
場
合
に
、
問
題
の
加
害
行
為
以
外
の
要
因
が
被
害
発
生
の
支
配
的
要
因
で
あ

れ
ば
、
当
該
加
害
行
為
は
当
該
被
害
の
原
因
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
質
的
要
因
の
分
析
に
お
い
て
ま
ず
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
は
、
合
理
的
な

医
学
的
蓋
然
性
の
枠
内
で
、
証
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
在
す
る
患
者
の
容
態
を
前
提
と
し
て
、
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
行
為
が

危
険
を
増
大
さ
せ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
陪
審
は
、
そ
の
危
険
の
増
大
が
最
終
的
な
損
害
を
引
き
起
こ
し
た
実
質
的
要
因
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
が
充
た
さ
れ
た
場
合
に
は
、
損
害
を
適
切
に
配
分
す
る
こ
と
に
な
る
。
損
害
額
は
、
終
局
的
な
結

果
が
、
被
告
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
な
く
し
て
生
じ
た
範
囲
や
、
先
在
し
た
患
者
の
容
態
が
生
じ
さ
せ
た
範
囲
を
反
映
さ
せ
て
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。S

ee also, R
E
S
T
A
T
E
M

E
N
T
 

（S
E
C
O
N
D

） O
F
 T

O
R
T
S
§

431, 432 

（1965

）.

（
39
） S

ee W
elsh v. B

ulger, 548 P
a. 504, 698 A

.2d 581, 585 
（P

a.1997

）.

な
お
「
事
案
が
非
常
に
容
易
で
あ
り
、
か
つ
技
術
の
不
足
や
注
意

の
欠
如
が
非
常
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
非
専
門
家
た
る
一
般
人
に
と
っ
て
通
常
の
経
験
と
理
解
の
範
囲
に
あ
る
場
合
に
は
、
専
門
家
証
人

は
必
要
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
過
失
推
定
則
（res ipsa loquitur

）
が
適
用
さ
れ
る
。S

ee T
oogood v. R

ogal, 573 P
a. 

245, 824 A
.2d 1140, 1146-47 

（E
.D

. P
a. 2003

）.

（
40
） S

ee R
E
S
T
A
T
E
M

E
N
T
 

（S
E
C
O
N
D

） O
F
 A

G
E
N
C
Y
§

214.

「
譲
渡
で
き
な
い
義
務
」
の
責
任
の
性
質
は
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
伝
統
的
に

二
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
二
八
）

「
他
人
の
行
為
に
対
す
る
代
位
責
任
（
厳
格
責
任
）」
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
譲
渡
で
き
な
い
義

務
」
の
責
任
の
性
質
と
は
異
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
自
己
責
任
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
田
上
富
一
「
独
立
契
約
者
の
不
法
行
為
に
対

す
る
責
任
│
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
るnon-delegable duty

法
理
が
示
唆
す
る
も
の
│
」
法
と
政
治
四
七
巻
一
号
一
八
二
頁
（
一
九
九
六
年
）、
落
合

誠
一
『
運
送
責
任
の
基
礎
理
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
）
四
七
頁
参
照
。

（
41
） 

二
〇
〇
六
年
に
代
理
法
第
三
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
が
発
刊
さ
れ
て
お
り
、
二
一
四
条
は§

7.06

と
し
て
規
定
さ
れ
直
さ
れ
て
い
る
。
第
二
次

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
の
方
が
詳
細
な
解
説
が
あ
る
こ
と
、
及
び
時
代
背
景
も
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は
二
一
四
条
を
引
用
し
て
い
る
。
代
理
法
第
三
次

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト§

7.06

に
つ
い
て
は
、
樋
口
範
雄
「
代
理
関
係
と
不
法
行
為
」
樋
口
範
雄
、
佐
久
間
毅
編
『
現
代
の
代
理
法
│
ア
メ
リ
カ
と
日

本
』
二
二
五
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
42
） 

例
え
ば
、
当
事
者
は
契
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
義
務
の
履
行
に
際
し
独
立
契
約
者
を
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

相
手
方
当
事
者
あ
る
い
は
そ
の
他
の
第
三
者
の
身
体
・
生
命
の
安
全
や
財
産
を
絶
対
的
に
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

S
ee, R

E
S
T
A
T
E
M

E
N
T
 

（S
E
C
O
N
D

） O
F
 A

G
E
N
C
Y§

214, C
om

m
ent 

（a

）; E
dw

ards v. P
etrone, 160 W

is. 2d 255, 258, 465 N
.W

.2d 847, 848 

（C
t.A

pp.1990

）; M
ajorw

icz V
. A

llied M
u-tual Ins. C

o. 212 W
is.2d 513, 526, 569 N

.W
.2d 472, 476 

（C
t.A

pp.W
is.1977

）.

当
事
者
の

意
図
が
不
確
か
な
場
合
は
裁
判
所
が
改
め
て
契
約
の
内
容
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
義
務
が
譲
渡
で
き
な
い
義
務
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ

と
に
な
る
。

（
43
） W

. P
 K

E
E
T
O
N
 et al. P

R
O
S
S
E
R
 A

N
D
 K

E
E
T
O
N
 O

N
 T

H
E
 L

A
W

 O
F
 T

O
R
T
S
 §

71 at 511-12 

（1984

）.

（
44
） C

om
m
ent 

（a

）, R
E
S
T
A
T
E
M

E
N
T
 

（S
E
C
O
N
D

） O
F
 A

G
E
N
C
Y
§

214.

（
45
） Jackson v. P

ow
e, 241 S

.C
.35, 39, 126 S

.E
.2d 841, 842-43 

（S
.C

. 1962

）.

（
46
） L

enkins v. E
.L

. L
ong M

ortor L
ines, Inc., 233 S

.C
.87, 95-96, 103 S

.E
.2d 523, 527-29 

（S
.C

. 1958

）.

（
47
） D

ixie S
tage L

ines v. A
nderson, 222 A

la. 673, 134 S
o. 23 

（A
la. 1931

）.

（
48
） D

olan v. C
ity of C

anadian, 326 S
.C

.543, 550, 485 S
.E

.2d 126, 130 
（C

t.A
pp.1997

）.

（
49
） P

row
ell v. C

ity of W
aterloo, 144 Iow

a 689, 123 N
.W

.346 

（Iow
a. 1909

）.

二
九
八



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
二
九
）

（
50
） Jackson v. P

ow
er, 743 P

.2d 1376 

（A
las. 1987

）.
（
51
） S

im
m
ons v. T

uom
ey R

egional et al., 341 S
.C

. 32, 533 S
.E

 2d 312, 318 

（C
al. 2000

）.
（
52
） M

artin M
cW

illiam
s &

 H
am

ilton R
ussell, supra note 36 at 470-71.

（
53
） I. Z

arin, N
egligent F

ailure to m
aintain hospital stretcher. N

ew
 Jersey V

erdit R
eview

 &
 A

nalysis, 15

（17

）, at 20-1 

（1994

）.

（
54
） M

A
R
É
S
A
 C

R
O
N
IÉ

-R
E
T
IE

F
, T

H
E
 L

E
G
A
L
 L

IA
B
IL

IT
Y
 O

F
 H

O
S
P
IT

A
L
S
,358 

（2000

）.

（
55
） 99 W

is.2d 708, 301 N
.W

.2d 156 

（1981

）.

（
56
） Id. at 172-74.

（
57
） 

こ
の
義
務
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
以
下
の
義
務
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
。
⒜
患
者
や
そ
の
遺
族
に
対
し
て
、
傷
害
や
死
を
招
い
た
注
意
義
務
水
準

か
ら
の
逸
脱
に
つ
い
て
説
明
す
る
義
務
、
⒝
適
切
な
診
療
録
を
保
持
す
る
義
務
。S

ee C
R
O
N
IÉ

-R
E
T
IE

F
, supra note 54 at 364.

（
58
） M

ark A
. H

all, Institutional C
ontrol of P

hysicians B
ehavior: L

egal B
arriers to H

ealth C
are C

ost C
ontaintm

ent, 137 P
A
. L

. 

R
ev. 431, 451; M

itchell J. N
athanson, C

orporate N
egligence: E

nforcing T
he H

ospital’s R
ole of A

dm
inistrator, 28 T

ort &
 Ins. L

. 

J. 575 

（1993

）.N
athanson

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
病
院
は
、
患
者
の
ケ
ア
を
調
整
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
執
行
に

対
し
て
合
理
的
な
手
段
を
と
る
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
義
務
を
遂
行
し
た
な
ら
ば
、
患
者
の
ケ
ア
を
監
督
す
る
義
務
は
終
わ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
さ
ら
な
る
病
院
に
よ
る
関
与
は
、
非
合
法
な
医
業
の
実
施
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」。
同
様
に
、Johnson v. S

t. B
ernard H

ospital, 399 

N
.E

.2d 198, 200-01 

（Ill.A
pp. 1979

）.

は
、
病
院
の
適
切
な
役
割
を
議
論
す
る
中
で
、
病
院
の
内
規
（bylaw

）
は
、
医
師
ら
を
補
助
す
る
た
め

に
合
理
的
な
努
力
を
な
す
こ
と
を
病
院
に
義
務
づ
け
て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
の
義
務
は
、
非
合
法
な
医
業
の
遂
行
と
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

医
学
的
な
専
門
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ス
ム
ー
ズ
に
病
院
の
日
常
業
務
を
稼
動
し
、
そ
し
て
、
適
切
な
患
者
の
ケ
ア
を
保
障
す
る

た
め
に
病
院
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
、
そ
し
て
医
師
が
運
営
に
同
意
し
て
い
る
規
則
や
規
定
を
執
行
す
る
管
理
上
の
専
門
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

（
59
） 768 A

.2d 1144 

（P
a. 2000

）.

（
60
） S

ee supra note 35 T
hom

pson 591 A
.2d 703 

（P
a. 1991

）.

二
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
三
〇
）

（
61
） Id. at 708.

（
62
） 

例
え
ば
、B

urks v. C
hrist H

ospital, 44 N
.C

.A
pp 638, 262 S

.E
. 2d 391 

（N
.C

.1980

）
は
提
出
さ
れ
た
病
院
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ

れ
た
事
項
を
注
意
義
務
水
準
の
証
拠
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。

（
63
） 324 F

. S
upp.233 

（N
.D

. Ind. 1971

）.

（
64
） Id. at 234-35.

（
65
） 438 P

a. S
uper. 673, 652 A

.2d 1382 

（P
a. S

uper. 1995

）.

（
66
） Id. at 686.

（
67
） Id. at 687.

（
68
） T

hom
pson, 591 P

.2d at 709.

（
69
） S

ee N
athanson, Johnson, supra note 58. 

（
70
） S

ee, e.g., S
cam

pone v. H
ighland P

ark, 57 A
.2d 582 

（P
a. 2012

）.

（
71
） 

同
条
⒝
は
契
約
法
第
一
次
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
九
〇
条
に
規
定
さ
れ
た
「
約
束
的
禁
反
言
（prom

issory estoppel

）」、
す
な
わ
ち
、
約
束

の
相
手
方
が
約
束
を
信
頼
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
不
利
益
を
被
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
約
束
者
も
十
分
予
期
し
て
い
た
場
合
に
、
約
因

が
な
く
と
も
そ
の
約
束
に
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。S

ee also, R
E
S
T
A
T
E
M

E
N
T
 F

IR
S
T
 O

F
 C

O
N
T
R
A
C
T
S
§

90.

約
束
的

禁
反
言
に
つ
い
て
は
、
木
村
義
和
「
英
米
に
お
け
る
信
頼
に
基
づ
く
契
約
責
任
と
約
束
的
禁
反
言
（
一
、
二
（
完
））」
法
と
政
治
四
九
巻
二
・
三
号

二
五
九
頁
、
同
四
号
四
八
九
頁
（
一
九
九
八
年
）、
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
契
約
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
72
） S

ee, e.g. A
ltus v. C

ohen, 756 A
.2d 1166 

（P
a. 2000

）.

（
73
） 

ア
メ
リ
カ
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
法
は
、
契
約
法
の
原
理
を
そ
の
構
造
の
中
に
取
り
込
ん
で
お
り
、
被
告
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
義
務
が
課
せ
ら

れ
る
の
か
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
侵
害
が
生
じ
る
前
に
形
成
さ
れ
た
当
事
者
間
の
関
係
を
問
題
と
す
る
。
詳
細
は
、
峯
川
浩
子
「
注
意
義
務
論
と

医
療
慣
行
」
甲
斐
克
則
編
『
医
事
法
講
座
第
三
巻
・
医
療
事
故
と
医
事
法
』
一
二
七
頁
以
下
（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
74
） 

「
約
因
」
と
は
、
簡
単
に
言
う
と
「
約
束
の
対
価
と
な
る
も
の
」、
た
と
え
ば
現
金
の
支
払
い
、
あ
る
行
為
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
あ
る
作
為
を

三
〇
〇



診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理
（
峯
川
）

（
一
〇
三
一
）

行
わ
な
い
こ
と
と
い
っ
た
明
確
な
約
束
の
こ
と
で
あ
る
。

（
75
） 

黙
示
の
契
約
に
は
、「
黙
示
の
事
実
に
よ
る
契
約
（im

plied-in- fact contract

）」
と
「
黙
示
の
法
に
よ
る
契
約
（im

plied-in-law
 contract 

= quasi contract

）」
と
の
二
つ
が
あ
る
。
前
者
は
、
当
事
者
が
あ
る
こ
と
を
十
分
に
意
図
し
て
い
た
が
、
形
式
上
そ
の
よ
う
な
意
図
が
表
示
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
場
合
を
い
う
。
こ
の
類
型
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
明
示
の
契
約
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
契
約
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
「
黙
示
の
法
に
よ
る
契
約
」
の
場
合
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
黙
示
の

契
約
に
つ
い
て
は
、S
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（
76
） 

医
療
事
故
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
お
よ
び
周
知
徹
底
、
特
定
機
能
病
院
の
安
全
管
理
体
制
の
義
務
化
、
輸
液
ラ
イ
ン
誤
接
続
防
止
の
基
準
、

医
薬
品
・
医
療
用
具
等
に
関
連
し
た
基
準
等
の
整
備
、
医
療
機
関
の
管
理
者
及
び
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
研
修
、
過
誤
を
導
く
原
因
を
特

定
す
る
た
め
の
、
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
情
報
の
報
告
の
義
務
づ
け
、
収
集
・
分
析
等
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
一
四
年
八
月
三
〇
日
の
医
療

法
施
行
規
則
改
正
に
よ
り
、
病
床
を
有
す
る
全
て
の
医
療
機
関
に
対
し
、
①
医
療
に
か
か
る
安
全
管
理
の
た
め
の
指
針
の
整
備
、
②
医
療
に
か
か
る

安
全
管
理
の
た
め
の
委
員
会
の
設
置
、
③
医
療
に
か
か
る
安
全
管
理
の
た
め
の
職
員
研
修
の
実
施
、
④
医
療
機
関
内
に
お
け
る
事
故
報
告
等
の
医
療

に
係
る
安
全
の
確
保
を
目
的
と
し
た
改
善
の
た
め
の
報
告
を
講
じ
る
こ
と
、
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
特
定
機
能
病
院
に
つ
い
て
は
、
①
専
任

の
安
全
管
理
者
の
配
置
、
②
報
告
書
を
集
め
て
原
因
分
析
を
行
う
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
委
員
会
」
の
設
置
、
③
医
療
機
関
内
に
患
者
か
ら
の

相
談
に
適
切
に
応
じ
る
体
制
（
患
者
相
談
窓
口
）
の
確
保
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、「
安
全
管
理
者
」
及
び
「
安
全
管
理
部
門
」
は
、
①
事

故
報
告
制
度
、
②
報
告
書
を
集
め
て
原
因
分
析
を
行
う
「
リ
ス
ク
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
委
員
会
」
の
設
置
、
③
医
療
事
故
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
、

④
医
療
事
故
防
止
の
た
め
の
教
育
研
修
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
医
療
安
全
に
関
す
る
施
策
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
新
木
一
弘
「
我
が
国
の
医

療
安
全
対
策
に
つ
い
て
」
保
健
医
療
科
学
第
五
一
巻
三
号
一
一
四
頁
以
下
。
今
中
雄
一
『「
病
院
」
の
教
科
書
』
八
三
頁
以
下
（
医
学
書
院
、

二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
77
） 

学
説
か
ら
批
判
は
あ
る
が
、
判
例
は
、
安
全
配
慮
義
務
は
、「（
被
告
が
）
支
配
管
理
す
る
人
的
・
物
的
な
環
境
か
ら
生
ず
べ
き
危
険
の
防
止
」

を
内
容
と
し
、「
人
的
・
物
的
な
環
境
に
起
因
し
な
い
侵
害
（
例
え
ば
、
被
害
従
業
員
の
同
僚
の
運
転
ミ
ス
：
最
判
昭
和
五
八
年
五
月
二
七
日
民
集

三
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）

（
一
〇
三
二
）

三
七
巻
四
号
四
七
七
頁
）
に
直
結
し
な
い
侵
害
行
為
は
カ
バ
ー
し
な
い
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
検
討
す
る
必
要
は
十
分
あ
る
が
、
判
例
の
立

場
を
前
提
と
す
る
限
り
は
、
医
療
行
為
に
関
連
し
て
生
じ
た
侵
害
は
安
全
配
慮
義
務
の
問
題
で
は
な
く
、
使
用
者
責
任
の
不
作
為
不
法
行
為
の
問
題

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
影
響
を
受
け
た
も
の
と
し
て
、
瀬
川
信
久
「『
事
業
執
行
性
』
の
展
開
と
使
用
者
責
任
の
多
源
性
」『
民
法
学
に
お
け

る
古
典
と
革
新
』
五
六
九
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。
瀬
川
信
久
教
授
は
、
使
用
者
の
不
作
為
不
法
行
為
に
関
す
る
判
例
、
下
級

審
判
例
を
詳
細
に
分
析
さ
れ
た
う
え
で
、「
不
作
為
の
不
法
行
為
が
拡
大
す
る
中
で
、
契
約
の
付
随
義
務
と
い
う
観
念
が
不
法
行
為
法
上
の
義
務
に

浸
潤
し
て
い
る
が
、
使
用
者
責
任
で
も
、
被
用
者
の
加
害
行
為
に
着
目
す
る
伝
統
的
な
不
法
行
為
帰
責
構
造
の
中
に
、
被
害
者
と
の
関
係
に
基
づ
く

契
約
責
任
的
な
帰
責
構
造
が
部
分
的
に
入
り
込
み
つ
つ
あ
る
」
と
し
、
不
作
為
の
使
用
者
責
任
と
安
全
配
慮
義
務
の
責
任
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立

つ
の
か
、
使
用
者
と
在
学
関
係
・
雇
用
関
係
な
ど
に
あ
る
者
に
対
す
る
不
作
為
の
使
用
者
責
任
は
、
使
用
者
責
任
の
な
か
で
独
立
の
存
在
を
持
つ
べ

き
か
、
こ
の
問
題
は
、
不
作
為
に
よ
る
使
用
者
責
任
と
安
全
配
慮
義
務
や
職
場
環
境
配
慮
義
務
に
基
づ
く
責
任
と
の
違
い
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

（
78
） 

神
田
孝
夫
『
不
法
行
為
責
任
の
研
究
』
一
─一
四
二
頁
（
一
粒
社
、
一
九
八
八
年
）。

（
79
） 

加
藤
良
夫
「
救
済
シ
ス
テ
ム
が
事
故
防
止
に
機
能
す
る
」
年
報
医
事
法
学
第
一
八
号
九
六
─七
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。
同
「
医
療
の
安
全
に
つ
な

が
る
制
度
と
す
る
た
め
に
│
患
者
弁
護
師
の
立
場
か
ら
」
年
報
医
師
法
学
第
二
八
号
一
〇
七
頁
以
下
（
二
〇
一
三
年
）。
ま
た
、「（
仮
称
）
医
療
被
害

防
止
・
救
済
シ
ス
テ
ム
の
実
現
を
目
指
す
会
」
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
お
よ
び
、
同
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://hom

epage2.nifty.com
/pcm

v/

001kyuusai.htm

）
参
照
。
こ
の
報
告
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
研
究
デ
ー
タ
と
も
一
致
す
る
。
患
者
側
は
医
療
側
に
対
し
、
主
と
し
て
、
①
情
報

開
示
、
②
真
相
の
究
明
、
③
謝
罪
（
誠
意
）、
④
再
発
防
止
の
取
組
を
求
め
て
お
り
、
金
銭
取
得
を
目
的
と
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
の
は
、
二
二
％
で

あ
っ
た
（
複
数
回
答
方
式
に
よ
る
）。
和
田
仁
孝
・
前
田
正
一
『
医
療
紛
争
│
メ
デ
ィ
カ
ル
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
提
案
』（
医
学
書

院
、
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
二
─一
〇
四
頁
。
同
様
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
治
療
に
よ
っ
て
悪
い
結
果
が
生
じ
た
患
者
は
賠
償
を
求
め
る

と
い
う
よ
り
も
、「
治
療
中
に
何
が
起
っ
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
」、「
情
報
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
念
」、「
医
療
事
故
の
再
発
防
止
が
な
さ
れ
て

い
な
い
」
と
い
っ
た
理
由
で
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。S
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